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第 1 章はじめに

1-1. 本研究の背景：我が国の建設産業界ならびに復興まちづくりの現状

我が国の基盤整備やインフラ整備を担う近年の建設産業界においては、人手不足

や技術継承の問題が急速に加速することが懸念されている。特に公共工事の発注者

においては、マネジメント技術活用方式試行評価検討会中間取りまとめ 1 ) 2) で報

告されている通り、短期的な事業量の増加時や定常的な技術者不足の課題を抱えて

いる。また一方で、近年の我が国において各地で大災害が頻発しており、これら大

災害に見舞われた地域では様々な復興まちづくりの取り組みがなされてきている。

このような状況の中で発生した東日本大震災の復興事業においては、街の広範囲

を一度に失うという甚大な被害を受け、被災市町村においてはこれまでに経験した

ことのない復興事業と復興まちづくりという課題に直面することとなった。特に復

典基盤整備事業においては、未曾有の事業規模であり非常に広範囲に及ぶこと、通

常以上の迅速性が求められたこと、事業遂行能力を持つ職員の不足などの課題から、

官民連携マネジメント技術である C M 方式の導入が図られ、その活用された方式に

ついては、事業主体や事業種別が持つ背景から、様々なCM 方式の活用が検討され、

実施されるに至っている。

また復興基盤整備事業の一方で、被災市町村においては地域の生業や賑わいの再

生、コミュニティ形成等のソフ ト面での復興まちづくりを進めるために、産学官が

一体となり様々な取り組みがなされ、それぞれの地域が持つ地域特性や地域の合意

形成、その財源確保や担い手不足などの多くの難題のなか、国や専門家らの支援を

受け、被災地域それぞれの事情に適した手法や仕組みが活用され、復興まちづくり

が進められている。

我が国の建設産業界あるいは公共事の業発注者が抱える定常的または短期的な技

術者不足という課題解決策としては、官民連携マネジメント技術の 1つである CM

方式や多様な入札方式などのマネジメント技術の活用が求められており、 CM 方式

等の導入研究が行われている。この一方で我が国のCM 方式などのマネジメン ト技

術の活用の現状において、地方自治体などの公共事業でのCM 方式の導入が進んで

いないのが課題となっており、この対策としてCM 方式を実施するための制度や基

準について C M 方式（ヒ°ュア型）の制度的枠組みに関する検討3) など様々な検討が

なされているところである。

我が国の官民連携マネジメント活用の現状に対して、海外の活用導入状況におい

ては、岡田らりが米国における導入活用状況について整理している通り、 CM/GC

(C onstruction Manager/General Contractor ) 契約方式のように、大規模で高度

な技術を要する事業において、設計段階や事業の早い段階から施工業者の技術活用

を実現する方式の開発導入が進んでいる。さらには、海外における官民連携マネジ

メン ト技術は、民間ファイナンスによる設計施エー括方式やCM 方式などの官民連
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携方式の全てを含む形で総称される PPP (Public Praivate Pertnership) 方式とし

て、英国やオーストラリアを始め、広くその活用は進んでいる5) 現状である。

復興基盤整備事業に続くソフト面での復巽まちづくりにおいては、甚大災害を受

けた被災地の生業や賑わいの再生、コミ ュニティの形成をどのように成し遂げてい

くのか、その手法が明確に確立されていない点が課題であり、さらに復興基盤整備

事業から生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等ソフ ト面の復興まちづくりまで

の一貫性をいかに実現するかが復興事業の課題となっている。

これら復興基盤事業およびソフト面の復奥まちづくりの課題に加え、近年の地域

課題である人口減少や都市部への人口流出による地域経済の衰退が見られるなか、

既存市街地の地域活「生化として、様々なまちづくりの取り組みがなされてきている。

これら地域活性化のためのまちづくりは、その財源や人材、地域の利害関係など様々

な課題がありその実現は困難を要するものとなっている。地域経済の衰退が進むな

か、 地方における既存市街地の地域活性化の重要性はますます高まっており、 地域

活性化まちづくりについてその手法の確立についても同様に課題となっている。

1-2 本研究の目的

先に述べた研究の背景から、我が国における建設産業界ならびに大災害時の復興

事業における基盤整備事業とソフト面の復異まちづくり、さらに地方における既存

市街地の地域活性化には次のような課題が挙げられる。

(1) 建設産業界や公共事業における定常的 ・短期的技術者不足という課題解決策

として期待される CM 方式等のマネジメント技術普及が進んでいない。

(2) 復興まちづくりにおける生業や賑わいの再生、コ ミュニティの形成等をどの

ように成し遂げていくのか、その手法が明確に確立されていない。

(3) 地域経済の衰退が進むなか、地方における既存市街地の地域活性化まちづく

りについてその手法が明確に確立されていない。

(4) 復興事業において、復興基盤整備からコミュニティ形成等のソフト面の復興

まちづくりまでの一貫性をどの様に実現するのか。

これら我が国の復巽事業における背景と課題に対し、課題解決策として官民連携

マネジメン トの取組みが進められており、さらに復興事業における復興基盤整備事

業ならびにソフト面の復興まちづくり事業のそれぞれについて、様々な官民連携の

取組みがなされ、そのさらなる官民連携マネジメントの推進が求められている現状

である。このことから本研究では、復興まちづくりにおける官民連携マネジメント

の研究を進める こととし、 研究を基盤整備事業についてとソフト面での復興まちづ

くりについての 2 つのアプローチで考える必要がある。

よって本研究では、まず基盤整備事業における官民連携マネジメントの研究を進

めることを目的とする。この上で建設産業界ならびに地方自治体などの公共事業に
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おける課題解決策として、官民連携マネジメントの技術の 1 つとして今後の活用が

期待される CM 方式導入の可能性を高めるため、 CM 方式についてこれまで研究され

てきたことについての整理分析を行う。さらに東日本大震災の被災地の復興事業に

おいて実施されたCM 方式を対象とし、その事業概要、事業方式、 CM 導入効果を調

査し、活用されたCM 方式のタイプやその方式決定の背景、またCM 方式導入時に求

められたもの、その果たした役割を整理分析する。これらから、今後において実際

に事業者がCM 方式を採用する場合の課題を明らかにし、事業者がCM 方式の導入を

検討する際のCM タイプ選定時、またはCM 方式活用の実施体制や仕組みをデザイン

する際の、客観的な目安となる考え方を明らかにして行くことを目的とする。

さらに公共工事における発注者業務のうち、より上流の発注者業務について補完

的な役割を担って実施される発注者支援業務を特に明確にするために、この発注者

支援業務を 1 次CM と呼び、 CM 方式の導入促進に向け、この 1次CM の位置付けと

概念について整理することを目的とする。

次に我が国における復輿まちづくりにおける生業や賑わいの再生、コミュニティ

形成等ソフト面のまちづくり、地方における既存市街地の地域活性化まちづくりに

おいて、まちづくりをどのように実現するのか、その手法が明確に確立されておら

ず、また復興まちづくりにおける復興基盤整備からコミュニティ形成等の復巽まち

づくりまでの一貫性をどのように実現していくのかが課題となっている。

このためこれらの課題解決策の 1 つとして、特に復興まちづくりと既存市街地の

地域活性化まちづくりにおける、生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等におけ

るソフト面でのまちづくり手法について、その概念を明確にすることを目的とし、

東日本大震災における復興まちづくりの事例から、復奥まちづくりにおけるまちづ

くり会社の活用に着目し、その背景と経緯、まちづくりにおける行政の関わり方、

まちづくり会社事業主体とその関係機関との組織関係構造について整理分析する。

また地方における既存市街地の地域活性化まちづくりについて、まちづくり会社

活用の事例分析から、同様にその背景と経緯について、行政関与とそれぞれの組織

関係構造について整理分析する。

これらから我が国における復興まちづくりと既存市街地の地域活性化まちづくり、

特に生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等におけるソフト面でのまちづくりの

考え方とその手法について、特にまちづくり会社構造に着目して整理し、官民連携

によるまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法の一般的概念の考え方を明らか

にする。

以上で述べた復興まりづくりにおける官民連携マネジメントの研究として本研究

の目的を以下に整理する。

(1) 事業者が CM 方式導入を検討する際の CM タイプ選定、または CM 方式活用

の実施体制や仕組をデザインする際の客観的考え方を明らかにする。

(2) 公共工事における発注者業務のうち上流業務の発注者支援菓務を 1 次 CM と
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し、 CM 方式の導入促進に向けその位置付けと概念を整理する。

(3) ソフト面での復撰ならびに地域活「生化まちづくりにおける、生業や賑わいの

再生、コミュニティ形成等について、まちづくり会社活用方法の一般的概念

を明らかにする。

1- 3 本研究の構成

上記復興まりづくりにおける官民連携マネジメント研究としての本研究目的につ

いて、(1 )、(2) は特にインフラ施設整備等の 「基盤整備事業における官民連携マ

ネジメン ト技術」として考えることができる。また (3) については、「基盤整備事

業における官民連携マネジメント研究」の展開ならびに発展研究として、 「まちづく

りにおける生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等のためのソフト面でのまちづ

くり手法についての研究」と考えることができる。

よって本研究では、 「基盤整備事業における官民連携マネジメント技術の研究」と、

この展開ならびに発展研究として、 「まちづくりにおける生業や賑わいの再生とコミ

ュニティ形成等のためのソフ ト面でのまちづくり手法についての研究」という、 2

つのアプローチによる研究を進める構成とした。

これら 2 つのアプローチのうちの「基盤整備事業における官民連携マネジメン ト

技術の研究」について、基盤整備事業における官民連携マネジメン トとして、専門

的技術面から発注者を支援する方式となる「CM 方式」に着目し、前節1-2 の具体的

な研究目的 (1) と (2) をもとに 「基盤整備事業における C M 方式導入時のCM タ

イプ選定と実施体制」についての研究を行うこととする。また 「まちづくりにおけ

る生業や賑わいの再生とコミ ュニティ形成等のためのソフト面でのまちづくり手法

についての研究」については、同様に前節1-2 の具体的な研究目的 (3) から 「ソ

フ ト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」についての研究を行うこと

とする。

以下に本研究全体の構成を示す。

第 1章本研究の背景と目的、ならびに本研究の構成。

第 2 章 「復興まちづくりにおける官民連携マネジメントの意義」として、 「官民

連携マネジメン ト技術である CM 方式の研究」についてと、「ソフ ト面の

まちづくりにおける研究」のそれぞれについて、これまでの研究と研究

の位置付けを述べる。

第 3 章 「基盤整備事業における C M 方式導入時に関する研究」についてと、「ソ

フト面のまちづくりに関する研究」のそれぞれについて、研究の方法を

述べる。
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第 4 章 「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ選定と実施体制」の

研究について、その研究結果を整理する。

第 5 章 「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」の研究につ

いて、その研究結果を整理する。

第 6 章 本研究全体の成果と今後の課題について整理する。
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第 2 章復興まちづくりにおける官民連携マネジメント研究の意義

前章 1-3 で述べたとおり、「基盤整備事業における官民連携マネジメント技術」の

研究として「基盤整備事業における C M 方式導入時の CM タイプ選定と実施体制」

について、また「まちづくりにおける生業や賑わいの再生とコミュニティ形成等の

ためのソフト面でのまちづくり手法についての研究」として、 「ソフト面のまちづく

りにおけるまちづくり会社活用方法」についての研究をそれぞれ個別に進めて行く

こととし、同様に研究の位置付けおいてもそれぞれについて以下の通り整理した。

2-1. 官民連携マネジメント技術である C M 方式の研究の意義

2-1-1 CM 方式についての既往研究

これまで CM 方式についての研究では、我が国へ導入する新しい仕組みとして、

CM 方式とはどのようなものなのか、 CM 方式そのものやそのタイプなどについて

の概念や理論の研究がなされてきた。またこれまでは我が国における C M 方式の導

入事例が少なかったが、東日本大震災の復興事業を進めるにあたり様々な事業主体

で CM 方式が活用されるに至った。復興事業での CM 方式の活用においては、これ

までいくつかの個別事業についての報告 1) がな されてきたところである。

実際に事業者が CM 方式を採用する場合は、発注者側から見て適した CM タイプ

の選定や、実施体制ならびに仕組みを検討していくことが重要と考える。しかし事

業者が採用する C M タイプや仕組みを検討する際の客観的な目安となる考え方が明

らかになっていない点が、現状の課題と考える。

実際に事業へ C M 方式を導入した場合の効果の把握が重要という観点から、多田

ら2) は CM 方式導入時における発注者業務項目ごとの期待に対して、 C M 方式によ

る貢献度を体系的に数値化した評価手法を示している。

CM 方式は建設事業における新たなマネジメン手法であるが、牛島 3) は建設事業

を遂行する上でのプロジェクトマネジメントの重要性を述べており、マネジメント

技術についての理論と一般的な概念を整理している。

CM 方式導入により C M R の役割とそのもたらす効果の研究として、永島ら 4) は

CM 方式導入事例から、工事施工段階において CM 方式を導入した場合の発注者と

工事請負業者のマネジメント業務を分析し、 C M R の役割について研究している。

また多田ら 5) はヒ°ュア型 CM 方式の導入事例を研究分析し、最適な特記仕様書作成

のための C M R の役割分担について考察している。岡 6) は、発注者、設計者、工事

業者などの相互関係によって、またはプロジェクトによって CMR の業務内容は大

きく左右されると述べている。

設計施エー括発注方式と C M 方式活用の関連性という観点から、岡田ら 7) は米国

における CM/GC 契約方式について調査し、我が国において設計段階から施工者を

関与させる方式の適用可能性について考察し、設計施エー括発注方式が持つ課題解

決の可能性について述べている。また設計施工契約における受注側が持つリスクと
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いう観点から、草柳 8) は、公共工事における問題と解決策の考察を行なっており、

設計条件明示の精度こそが設計施工契約のリスク回避に繋がると述べている。

2-1-2 CM 方式研究における本研究の位置付け

前述の通りこれまでのCM 方式についての研究では、 CM 方式の概念やCM 方式に

おける個別タイプの特徴について、試行事例を基にしたCM 方式導入による効果と

発注者ニーズやCMR の役割について、 C M 方式を含めたマネジメント技術について

の研究、また契約制度や契約形態についての研究がなされてきているが、実際の個

別事業において事業者がCM 方式の導入を検討する際、発注者から見て適したCM タ

イプ選定、または方式活用に向けた実施体制や仕組みをデザインするための検討手

法について議論されるまでには至っていない。

一方で東日本大震災の復興事業においては、様々なCM 方式が導入され、専門的見

地や技術的な検討により、それぞれ個別事業に適したCM タイプが考案され実施さ

れている。東日本大震災復興事業において、それぞれの事業でC M 方式が考案され

たように、今後の公共事業においても、 CM 方式を導入する際に事業者自らがCM タ

イプを採用し、その仕組みを検討する必要がある。

このため「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ選定と実施体制」の

研究において本研究では、今後の個別事業において実際にCM 方式を導入する際に、

事業者にとって適した仕組みとなる CM タイプの選定、または実施体制や仕組みを

デザインする際の検討方法について議論するため、これまで個別に議論されてきた

CM 方式についてタイプの再整理と、導入する CM タイプを決定する際の評価項目に

ついて検討する。また東日本大震災の復興事業において実際に数多く CM 方式が活

用された事例の調査を行い、それぞれの事業の特徴や背景、またそれぞれの事業主

体によって導入されたCM タイプや、採用する CM タイプの決定がなされた背景など

について体系的に整理分析する。

図 2 -1 に示す通り、 CM 方式における既往研究と東日本大震災復興事業で活用さ

れたCM 方式の事例調査から、今後個別事業においてCM 方式を導入する場合、事業

者自らが導入する C M タイプ選定を行う際の、目安となる考え方を明らかにするこ

とを、本研究の目的とする。
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（既往研究）

（東日本大震災復興事業のCM 方式の調査）

・採用されたCM タイプと決定された背景の整理分析

（本研究）

個別事業でCM

方式を導入する
場合の事業者
自らが導入する
CM タイプ選定を
行う際の考え方

図 2-1 CM 方式研究における本研究の位置付け

2-2 ソフト面のまちづくりにおける研究の意義

2-2-1 ソフト面のまちづくりについての既往研究

我が国における既存市街地の地域活性化を果たすために、まちづくり 3 法の改正

や中心市街地活性化協議会の活用、まちづくり会社の活用、また災害被災地におけ

る復奥まちづくりなど、様々なまちづくりの取組みがなされており、これらの取組

みの効果や課題、概念や理論について研究がなされてきていると ころである。また

復奥まちづくりは、ハードとソフトの両面から進めて行くことが必要となり、これ

らまちづくり手法についてこれまでの研究は、インフラ復旧など基盤整備を中心と

したハード面でのまちづくりの研究と、生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等

のためのソフト面のまちづくりの研究の 2 つに大きく分けられる。

生業や賑わい再生、コミュニティ形成についてこれまでの研究を整理すると、ま

ちづくり会社やまちづくり協議会が活用されるなか、久保らg) は、まちづくり会社

の組成プロセスや役割の観点から、既存のまちづくり会社から民間事業者主体の新

会社に転換させたプロセスについて、協議会運営委員や旧新会社の出資者らのまち

づく り参加歴から分析整理している。阿部ら 10 ) は、気仙沼市の復課において、協

議会の組織的変化と参加メンバーの変化に着 目し、まちづくり会社組成プロセス評

価を行なっている。甲斐田 11 ) は、中心市街地活性化基本計画により設置されたま

ちづくり会社を、民間企業からの増資を受け自主事業収益により存続させた唐津市

の事例から、まちづくり会社の役割と合理的政策の課題について明らかにしている。

中島ら 12 ) は、既存の協議会や公的組織が主体とならない、社会的企業による事業

展開のプロセスと市街地再生について、松戸市のまちづくり会社事例から小規模不

動産事業による自立的経営指向主体における、社会的企業の可能性を議論している。

， 



中心市街地活性化について、中村ら 13) は、中心市街地活性化協議会における「協

働」と「プロセス」に着目し、協働プロセスの事例から「協働の窓モデル」の有用

性検証と、さらに中心市街地活性化計画目標と協働プロセスの関係について述べて

いる。小林 14) は、 2012 年 9 月時点の日本全体における中心市街地活性化協議会の

設立状況の分析を行なっている。また岡田 15) は、国による中心市街地活性化施策や

国内外の事例分析から、改正まちづくり 3 法 (2006 年）の中心市街地の商業機能

活性化における実効性について考察している。間舘ら 16) は ：改正まちづくり 3 法

(2006 年）において、中心市街地整備推進機構として認定された NPO 法人につい

て、事例研究をもとにその実態と課題について述べている。

復巽まちづくりにおける政府支援策の効果という観点から、長坂 17) は、震災復興

における商業集積整備の支援策について、阪神 ・淡路大震災と東日本大震災の復旧 ・

復巽期において、その変化および商業集積形成に与えた影響を明らかにしている。

2-2 -2 ソフト面のまちづくり研究における本研究の位置付け

前述の通りこれまでのソフト面としてのまちづくりの研究では、個別事例による

まちづくり会社組成プロセスや、まちづくり会社の役割と課題について、また中心

市街地活「生化協議会の個別事例研究や現状分析について、改正まちづくり 3 法の実

効性などについて述べられているが、復奥まちづくりと既存市街地における地域活

性化まちづくり実施の際の、特にソフト面として生業や賑わい再生、コミュニティ

形成におけるまちづくりの客観的な考え方やその手法について一般的概念の研究に

は至っていない。

このことから今後わが国で大災害が発生した場合、ソフト面として困難な復興ま

ちづくりをどのように成し遂げて行くのか、多くの課題を抱える地方において、既

存市街地の地域活性化まちづくりをどのように実現するのかについて、検言寸するこ

とは非常に重要と考える。

このため本研究のまちづくりにおけるソフト面のまちづくりの研究については、

図 2 -2 に示す通り、東日本大震災における復興まちづくりの事例をもとに、生業や

賑わいの再生、コ ミュニティ形成におけるソフト面としての復興まちづくり手法に

ついて、さらに既存市街地の地域活性化におけるまちづくり会社等の活用事例から、

まちづくりの背景、行政関与とまちづくり会社組織関係構造について考察し、特に

コミュニティ形成等における復興まちづくりと既存市街地の地域活性化まちづくり

の客観的な考え方やその手法として、まちづくり会社活用方法の一般的概念の考え

方ついて明らかにする。
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【既往研究】

・個別事例によるまちづくり会社組成プロセスの研究

・改正まちづくり3 法の実効性についての研究

【東日本大震災復興事業の復興まちづくり事例調査】
【既存市街地の地域活性化まちづくり事例調査】

【本研究】

コミュニティ形成等
のソフト面のまちづ

くりにおける、復興

まちづくりと既存市

街地活性化まちづ
くりの手法として、

まちづくり会社活

用法の一般的概念

の考え方を明らか

にする

図 2-2 ソフト面のまちづくり研究における本研究の位置付け
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第 3 章本研究方法

第 1 章の研究の目的で述べた通り、本研究目的である復興事業における官民連携

マネジメン トの研究を進めるにあたり、復奥まちづくりをハード面の基盤整備事業

についてとソフト面のまちづくりという観点の 2 つのアプローチで考える必要があ

る。このことからこれらまちづくり手法の研究は、 インフラなどの基盤整備を中心

としたハード面のまちづくりの研究と、生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等

のソフト面のまちづくりの研究の 2 つに大きく分けて考えていくこととすする。

本研究では、「復陳基盤整備事業における官民連携マネジメントの研究」として、

まず「基盤整備事業における CM 方式導入時の CM タイプ選定と実施体制」を進め、

次にこの研究の展開ならびに発展研究としての「まちづくりにおける生業や賑わい

の再生とコミュニティ形成等のためのソフト面でのまちづくり手法についての研究」

については、「ソフ ト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」についての

研究を行うこととした。（図 3- 1)

基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ選定と実施体制の研究として

は、第 1 章の研究目 的に示す通り、今後実際に事業者がCM 方式の導入を検討する

際のCM タイプ選定時、またはCM 方式活用の実施体制や仕組みをデザインする際の、

客観的な目安となる考え方について整理研究を進め、さらに公共工事発注者業務の

うち、より上流の発注者業務の補完的な役割を担って実施される発注者支援業務を

1次CM とし、この 1 次CM の位置付けと概念についても同様に整理研究を行う 。

ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法の研究としては、復興ま

ちづくりと既存市街地地域活性化まちづくりにおける、生業や賑わいの再生、コミ

ュニティ形成等における ソフト面でのまちづくり手法について、その概念を明らか

にするため、まちづくりについてその背景や経緯、行政の関わり方、また事業主体

とその関係機関との組織関係構造について整理研究を進め、さらにまちづくりの考

え方とその手法について、まちづくり会社の構造に着目し、官民連携まちづくりに

おけるまちづくり会社活用方法の一般的概念の考え方整理研究を行う。

復興事業における
官民連携マネジメントの研究

復興基盤整備事業における
官民連携マネジメントの研究

--------――’ 

● ［展開発展研究］

復興基盤整備事業における
CM 方式導入時のタイプ選定

とその実施体制の研究
鵬I i'~ 四喜盆t旦贔醤:悶ぢ羹

固 3-1 研究方法のアプローチ
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3-1 基盤整備事業における C M 方式導入時に関する研究方法

個別事業においてC M 方式を導入する場合、その仕組みを検討していくにあたり、

選定する CM タイプの特性を理解する必要がある。さらにそのC M タイプそれぞれの

特性を活かすことでC M 方式を採用する効果が発揮されるはずである。そのため本

研究では、既往研究をもとにCM タイプについて再整理を行う。

また個別プロジェクトの特性に適したCM タイプを決定するためには、どのよう

にタイプを選定していくか、その考え方となる項目または条件について考える必要

がある。そのため、プロジェクトや発注者の特性、 C M R の役割などから C M タイプ

を評価する項目について、既往研究から考察を行う。

前述の通り、東日本大震災の復興事業においては様々なCM 方式が導入され、専門

的見地や技術的な検討により、それぞれの個別事業に適したC M タイプが考案され

実施されている。これらの復興事業事例調査から、本研究で考察する「CM タイプ

評価項目」との照らし合わせを行うことで、今後個別事業においてC M 方式を導入

する場合に事業者自らが導入する C M タイプの選定を行う際の、評価の目安となる

考え方について検討を行う。（図 3 -2 研究方法）

（既往研究）

CM 方式の理論・概念研究
「ピュア型」「アットリスク

型」

発注者ニーズ，CMR 業務
内容研究

（東日本大震災CM 方式
導入事例研究）

（本研究）

CM タイプと評価項目の関連
づけによる，一般的選定方法
の考察

図 3-2 研究方法
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3-1-1 CM タイプの整理方法

個別事業に実際にCM 方式を導入する際に、採用する CM タイプをどのように決

定するかを考えていくにあたり、まずCM タイプの分類とその特徴をそれぞれ整

理する必要がある。これまでの一般的な概念としてCM タイプは、国土交通省：

CM 方式活用ガイドライン1) や、 一般社団法人日本コンストラクション・マネジ

メント協会： CM ガイドブッ ク 第 3 版 2) でまとめられている通り、大きく 「ピ

ュア型CM 」と「アットリスク型CM 」の 2 つのタイプに大別される。

実際には CMR の業務内容は、発注者、設計者、工事業者などの相互関係によ

って変化する見つまり CM 方式が活用される事業段階によって、あるいは設計段

階を含むか含まないか、設計施工分離か設計施工一括発注なのかによってC M タ

イプが選定され、もしくはタイ プの組み合わせによって適したCM タイプが選定

され活用されている。したがってこれまで一般的な概念として大きく 2 つに大別

される CM タイプの「ピュア型CM 」と「アットリスク型CM 」を、まずはC M 方

式の活用段階や発注形式によって、 CM タイプを体系的に細分化整理する必要が

あると考える。

CM 方式においてそれぞれのタイプはその個別の特性を持っており、その特性

を活かすことでCM 方式を採用する効果が発揮できるはずである。逆を言えば適

したCM タイプが選定されない場合は、 CM 方式を採用する効果が半減される可能

性がある。

このため、細分化整理したCM 方式のそれぞれのタイプについて、その特「生や

その期待される効果について、既往研究から整理分析する。

3-1-2 CM タイプ検討判断基準となる評価項目の整理

上記に述べた通り、 CM 方式を採用することによりその効果を活かすためには、

いかにその個別事業に適したCM タイプを選定するかが重要になる。このため本

研究ではCM 方式導入時に適した CM タイプを選定するため、更に求められる

CMR の役割を果すために、逝したCM タイ プを判断する基準となる評価項目につ

いて考察を していく 。

岡は9) 、事業の目的や要求に従って、発注者、設計者、工事業者などを含めた

実施方式を検討する必要があると述べており、和田ら4) 5) は、実際のCM 方式活用

事例について、建築物用途別・ 規模別に、また事業段階別に発注者ニーズと CMR

の業務について分析し、プロジェクトの特性や発注者の特性により、発注者ニー

ズやCMR の業務に違いがあることを述べている。このことから、プロジェクトの

特性と、事業者の特性により、 CM タイプを選定する必要があると考える。

また国土交通省による CM 方式 （ヒ°ュア型）の制度的枠組みによる検討会6) や、

建設コンサルタンツ協会による CM 方式活用の手引き（案） 7) で述べている通り、

CM 方式の導入段階により発注者ニーズは変化することから、各段階での発注者
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とCMR の業務役割分担を整理している。永島ら3) は、工事施工段階でのCMR に

よる技術マネジメントがもたらした効果を明らかにし、岡は3)、CM 方式の導入時

期によって、 CMR の役割と設計業者や施工業者の役割が決定され、 CMR との相

互関係も変わることから、 CMR の業務内容が変化すると述べている。このことか

らCM 方式の導入時期、 CMR に求める役割、設計業者や施工業者へ求める役割そ

れぞれにより CM タイプを選定する必要がある。

以上より本研究ではCM タイプを判断する上での評価項目をまず、1) 個別事業

（プロジェク ト）の特徴、 2) 事業者の特徴または背景、 3)CM 方式導入検討時期

または導入時期、 4) 個別事業でCMR に求められる業務または能力、5) 個別事業

において設計業者と施工業者の選定上で要求されるもの、の 5 つと仮定して検討

を進めていく。（図 3 -3 5 つの評価項目と CM タイプ決定）

実際にCM タイプを選定する際は、仮説として設定したこれら 5 つの評価項目

について段階的 ・階層的に検討されるものではなく、それぞれが相互に関連する

ものと考えられるため、これらを総合的に判断した上でCM タイプの選定につい

て考える。またこれら 5 つの評価項目について、更に具体的な分類項目を細分化

整理することで、導入する CM タイプを検討する際の判断基準とすることを試行

する。

¢ 3 

几

図3-3 5 つの評価項目と CM タイプ決定
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3-1-3 評価項目による CM タイプ選定マトリ ックス

東日本大震災復興事業において、 三陸沿岸道路整備事業として国土交通省により

「事業促進PPP 」方式 9) 10) 11) が、道路・港湾・河川等の整備事業として被災 3 県の

岩手県12) 、宮城県13) 14) 、福島県15) 16) 17) それぞれの県事業により「ピュア型CM 」方

式が、また被災市町の復興事業においては、都市再生機構 (UR) によるアットリ

スク型CM 、いわゆる復興CM が実施された18) 19) 。 事業促進PPP では、民間技術者

チームがPPP 監理業務JV として、業務委託契約により、事業管理や施工管理等を行

う、発注者支援業務であることから、ここでは 1 つのCM タイプとして分類して考

える。（後述の4-2-1 の(6)) で詳細に説明）

この 3 つの異なる CM タイプがそれぞれどの様な事業背景で決定されたのか、ま

たそれぞれのタイプによる CMR 業務内容について、そのタイプによる復興事業に果

たした効果などを、事業者側、 CMR 側、専門業者側の視点から、各事業の報告書、

また各事業者へのヒャリングを通して整理分析する。

東日本大震災復腿事業で活用されたCM 方式の分析から、先に仮説として設定し

た 5 つの評価項目について具体的な分類項目を細分化したものを用いて、導入する

CM タイプについて検討を行う際の判断基準とすることを試行する。（表 3-1 評価

項目マトリックス概念図）

これら CM タイプの整理、東日本大震災復興事業で活用されたCM タイプの整理分

析、 CM タイプ評価項目の整理から、特に技術職員が減少し、発注体制の確保が難

しくなる恐れがある今後の地方自治体事業において、 CM 方式の導入を検討する際

のCM タイプ選定、または実施体制や仕組みをデザインする際の、一般的な目安と

なる考え方について考察する。

なお、被災市町においてはヒ°ュア型による CM 方式が実施されている例もあるが、

上記のようにCM タイプの選定や実施体制デザインについての考察を試みることか

ら、被災市町において実施されたアットリスク型CM の復興CM について整理分析す

る。

表 3-1 評価項目マトリックス概念図

CM タイプの評価項目

亭業プロジェクトの特徴 事業プロジェクト特性を分類・細分化，各CM タイプとの適性評価

事業者の特徴または背景 事業者の特性または背景を分類・細分化，各CM タイプとの適性評価

CM 方式溢入検討時期または導入時期 CM 方式導入検討または導入時期と各CM タイプとの適性評価

期待されるCMR 業務内容または能力 期待されるCMR 業務内容または能力を分類・細分化，各CM タイブとの適性評価

専門業者（設計・施エ）の選定要件 専門業者（設計・施工）の選定要件を分類・細分化，各CM タイプとの適性評価
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3-2 ソフト面のまちづくりに関する研究方法

ソフト面における復興まちづくりならびに既存市街地の地域活性化まちづくりを

進める際の、まちづくり会社活用方法の一般的概念を明らかにする上で、 まず最初

にこれまで行われてきた様々なまちづくり事例をもとに整理分析を行う必要がある。

また中心市街地のまちづくり推進を目的に定められた、改正中心市街地活性化法

14) 15) では、生業や賑わいの再生、コミュニティ形成などを目的とするまちづくりの

実施組織として、まちづくり会社等の活用が求められている。

このため本研究では、これまで実施されてきたまちづくりにおける、まちづくり

会社活用の背景やその構造に焦点を当てることとし、 これに関する既往研究の調査

をし、復興まちづくりについては、実際に東日本大震災復輿まちづくりの事例につ

いて、岩手県大船渡市の事例を中心に整理分析し、 この比較事例として同背景とな

る、宮城県の女川町、気仙沼市、石巻市の復興まちづくりについて整理分析する。

これらをもとに復興まちづくりの実施プロセスの整理と、復興まちづくり会社の構

造分析を行う 。

既存市街地の地域活性化におけるまちづくりについて、まちづくり会社活用とい

う同観点から、 地域活性化におけるまちづくり会社活用の事例研究をもとに、まち

づくり会社についてその構造分析を行う 。

以上から、ソフ ト面での復巽まちづくりと既存市街地の地域活性化まちづくりに

おけるまちづく り会社の形成とその活用方法の整理を行うこととする。（図 3-4 )

復興まちづくりまちづくり会社にに関する研究

地域活性化まちづくりまちづくり会社に関する研究

［復興まちづくり］

（東日本大震災復興まちづくり事例研究）
キャッセン大船渡の事例研究

（東日本大震災復興まちづくり事例研究）
女川，気仙沼，石巻事例比較

復興まちづくりの実施プロセスの整理
復興まちづくり会社の構造分析

［地域活性化まちづくり

（既存市街地まちづくり会社の事例研究）
国交省『まちづくり会社等の活動事例集』

既存市街地まちづくり会社の構造分析

+ 
復興まちづくり・地域活性化まちづくりにおけるまちづくり会社の形成と活用方法の整理

図 3-4 研究方法
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3-2-1 まちづくり会社についてその整理と分析方法

改正中心市街地活性化法 20) 21) に求められているように、まちづくり会社はまちづ

くり実施組織としての役割が期待され、中心市街地活性化協議会は、多様な関係者

の合意形成やその調整役として期待され、両者は相互に関係する。またまちづくり

会社は、地域行政と公益性としての連携が、地元商業団体とは地域経済活性化のた

めの連携が図られることとなる。このことからまちづくり会社について整理研究を

行うにあたり、まちづくり会社と地域行政や商業団体、関連協議会等と関わり、官

民連携を含む関係構造について整理することとした。（表 3 - 2)

また 1 章の本研究の目的で述べたとおり、それぞれの地域特性や地域の合意形成、

その財源確保や担い手不足など、 まちづくりにおいては多くの課題がある。本研究

の目的である、まちづくり会社の構造に着目しその活用方法の一般的概念の考え方

を明らかにするために、まちづくり会社活用方法の整理手法を以下の通りとした。

まちづくり会社活用方法を整理するにあたり、活用されたそれぞれのまちづくり

会社の特徴とその構造を考える必要がある。このことからまちづくり会社活用方法

を整理するための項目として、まずまちづくり会社が実施する事業には様々なもの

が考えられることから、①事業の「目的と特徴」について、次にまちづくり会社を

組織する主体の重要性から、②まちづくり会社の「事業実施主体」について、さら

に事業の実施においてはその事業の収益性が不可欠であることから、③まちづくり

会社への 「行政関与・時期」と④まちづくり会社の「収益構造」について着目をし

た。この 4 つの整理項目をもとに、まちづくり会社の特徴とその構造について整理

することとした。（表 3-3)

さらにまちづくり会社を組織する上で関係する機関との関係構造を整理する必要

がある。この関係機関として、まちづくり会社の実施事業の公益性から、まちづく

り会社へ支援または連携する行政機関が、 次に実施事業の財源確保の目的として、

まちづくり会社へ出資または融資する民間投資機関や金融機関が、また事業実施の

対象または収益構造関係となる事業関係者が挙げられる。

まちづくり会社とこの関連機関との関係概念整理として、まちづくり会社の基本

関係構造を図 3 -5 に示す。このまちづくり会社の基本関係構造を構成する関連機関

との関わりと、まちづくり会社の特徴 ・構造の 4 つの整理項目からまちづくり会社

活用法について整理分析を行う。（図 3 -6 )
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表 3-2 まちづくり会社との関係性

まちづくり会社と 1 地域行政や商業団体との関わり

の関係性の整理 関連協議会等との関わり

表 3-3 まちづくり会社の特徴 ・構造分析の整理項目

事業目的と特徴

まちづくり会社 事業実施主体
の特徴・構造

行政関与・時期（整理項目）

収益構造

[ffi 
日号 まちづくり会社

図 3-5 まちづくり会社基本関係構造
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3-2- 2 復興まちづくりの研究

ソフト面における復興まちづくりの研究については、東日本大震災復興における

岩手県大船渡市の復興事業事例から、まちづくり会社の株式会社キャッセン大船渡

（以下、 キャッセン大船渡）について、キャッセン大船渡と大船渡市役所へのヒヤ

リングと公表資料 22) 23) 24) から復興事業概要の調査を実施し、前述の整理分析方法に

従って、キャッセン大船渡と 地域行政との関わり、関連協議会との関わりについて

関係構造の整理、さらに今回検討した独自フォーマットにより、関係時系列整理を

行なうこととした。

また、同背景となる宮城県女川町、気仙沼市、石巻市の復興まちづくり事例につ

いて、キャッセン大船渡と同様に公表資料等 25) 26) 27) 28) 29) 30) 3 1) の調査結果を集積し

作成した関係時系列整理により、復興まちづくり会社について比較することとした。

3・2・ 3 既存市街地活性化におけるまちづくりの研究

既存市街地の地域活性化におけるまちづくりの事例研究では、 国土交通省による

「まちづくり会社等の活用事例集」 32) と、 高松丸亀町まちづくり（株）」の事例33) 34) 

35) 、 ならびに「いきいき唐津（株）」 36) の事例を加えた調査をもとに、上記整理項

目について更に整理項目を考察し、今回新たに考案した分析マットリックスにより、

まちづくり会社の特徴・構造分析を行った。また「まちづくり会社等の活用事例集」

では、 まちづくり会社の主な活勁内容に沿って、 まちづくり会社を 10 つの類型別

に整理していることから、 この類型別に沿ってまとめて整理することとした。

21 



【参考文献】

1) 国土交通省： CM 方式活用ガイ ドライン，日本型 CM 方式の導入に向けて，平
成 14 年 2 月 6 日
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/l_6_bt_000215.html より

2) 一般社団法人日本コンストラクション ・マネジメント協会 ：CM ガイドブック
第 3版， 水曜社， 2017

3) 岡正信： CM 方式における発注と契約，コンクリート工学，Vol 47, No.9, 
P.9_98-9_101, 2009 

4) 和田祐考，古阪秀三 ：建築プロジェク トにおけるマネジメン ト業務に対する発
注者ニーズに関する研究，日本建築学会計画系論文集，第 78 巻第 693 号，
234 7-2354, 2013.11 

5) 和田祐考，古阪秀三 ：建築プロ ジェク トにおけるマネジメント業務に対する発
注者ニーズに関する研究，日本建築学会計画系論文集，第 79 巻第 699 号，
1189-1196, 2014.05 

6) 国土交通省： C M 方式（ピュア型）の制度的枠組みに関する検討会資料第 1
平成 30 年 9 月～平成 31 年 3 月

7) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 ：C M 方式活用の手引き（案） 【改訂版】，
2019,02 

8) 永島慈，山本幸司：公共工事への CM 方式導入における留意点に関する研究，
建設マネジメント研究論文集 Vol.15,2008

9) 国上交通省 ：事業促進 PPP 説明資料

10) 国土交通省国土技術政策総合研究所：事業促進 PPP の導入効果について，建
設マネジメント技術 2015 .7 

11) 小澤一雅：震災復興 CM プロジェクト制度設計の狙いと展望 CM 協会，第 48
回 CMAJ フォーラム資料， 2014.02 .24

12) 岩手県： CM 業務共通仕様書

13) 宮城県土木部： CM 業務活用ガイドライ ン（案），平成 30 年 5 月

14) 宮城県土木部：共通仕様書（建設関連業務） (CM 業務），平成 30 年 5 月

15) 福島県土木部道路総室：福島県版 CM 業務円滑化ガイドライン（第 1 版），平
成 28 年 12 月

16) 福島県土木部道路総室： CM 業務共通仕様書

17) 福島県土木部道路整備課井戸川伸：福島県版道路 CM の取り組みに，平成
28 年 12 月 5 日

18) 国土交通省土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室：東日本復楔 C M
方式の検証と今後の活用に向けた研究会報告書，平成 29 年 3 月

19) UR 都市再生機構：復興 CM 方式の効果分析報告書（本編 1 ~ 4, 別冊資料）， 2018

20) 国土交通省都市局まちづくり推進課 (2020) 「中心市街地活性化ハンドブック」

21) 国土交通省 (2011) 「中心市街地の活性化に関する法律」

22) 臀徹 (2019) 「キャ ッセン大船渡のまちづくり」区画整理士会報，No.197,
p.40-47 

23) 管徽久田友和 (2016) 「大船渡市大船渡駅周辺地区における官民連携によるエ

22 



リアマネジメントの挑戦」

24) 災害復興局大船渡駅周辺整備室佐藤大基 (2019) 「大船渡駅厠辺地区のまちづ
くり～視点と取組」

25) 女川町 (2016) 「女川町まちなか再生計画」

26) 女川町役場復興推進課 (2014) 「女） II 町まちづくりデザインのあらまし」

27) 経済産業省 (2019) 「シーパルヒ ア゚女川・地元市場ハマテラス（女） II みらい創
造株式会社）」はばた＜商店街 30 選， p.377-378

28) 気仙沼市 (2018) 「内湾地区まちなか再生計画」

29) 気仙沼市 (2015) 「復興まちづくり会社による編集的土地活用による官民連携～
街なか拠点の創造に係る調査」

30) 石巻市 (2015) 「石巻市まちなか再生計画

31) 橋本哲実 (2012) 「復興まちづくり会社の現状と課題」再生戦略協議会参考資料，
第 6 回

32) 国土交通省都市局まちづくり推進課 (2012) 「まちづくり 会社等の活動事例集」
まちづくりにおける新たな担い手の活動検討調査業務

33) 「所有と使用の分離によるまち経営」まち再生事例データベース， No.124, 国
土交通省都市・地域整備局ウエブサイト
(https://www.mlit.go.jp/crd/city/mint/htm_doc/pdf/124takamatsu.pdf), (2020 
年 7 月 7 日参照）

34) 境新一 (2014) 「日本の商店街活性化に関する課題と展望」成城・経済研究，第
25 号

35) 高松丸亀町商店街振興組合「高松丸亀町まちづくり戦略」，
(http://www.japanpa.jp/ rize_epa/assets/15thyusyu_keikaku_takamatsu.pd 
0, (2020 年 7 月 7 日参蘭

36) 甲斐田晴子 (2016) 「中心市街地活性化におけるまちづくり会社の役割と課題」
経済地理学年報， Vol.62, p. 71-80 

23 



第 4 章基盤整備事業における C M 方式導入時の C M タイプ選定と実施体制

第 4 章では、第 3 章で述べた、「基盤整備事業における CM 方式導入時に関する

研究方法」に従って研究を行った、「基盤整備事業における CM 方式導入時 CM タ

イプ選定と実施体制」の研究について、その研究結果を以下に述べる。

4-1 C M タイプの細分化整理

CM 方式のタイプについて、国土交通省： CM 方式ガイドライン1) では、「ヒ°ュア型

CM 」と「アットリスク型CM 」の 2 つに大別している。またCM 方式の採用が設計

段階か施工段階以降を対象にするかによって、発注者ニーズが変わることから、

CMR の業務内容または求められる役割が違うと述べている。

このことから本研究において、「ヒ°ュア型CM 」と「アットリスク型CM 」のそれ

ぞれについて、設計段階から CM 方式を採用する場合と施工段階以降から採用する

場合を、「ヒ°ュア型CM 」と「アットリスク型 CM 」のそれぞれの別の 2 つのタイプ

とし、 CM タイプを Pl) ヒ°ュア型施エマネジメント、 P2) ピュア型設計／施エマ

ネジメント、 Al) アットリスク型施エマネジメント、 A2) アットリスク型設計／施エマネジ

メントの 4 タイプに細分化し、 Pl) 、P2) 、A2) の 3 つのタイプについては東日本

大震災復興事業で活用されたCM 方式より整理分析を進める。同復興事業では活用

事例のないAl) のアットリスク型施エマネジメントについては、整理分析を行った 3 つの

CM タイプより考察を行った。以下に 4 つのタイプの一般的な実施体制図を示す。

（図 4-1 CM タイプ図）

発注者 発注者

専
門
業
者

専
門
業
者

専
門
業
者

Pl) ヒ°ュア型施エマネジメント P2) ヒ°ュア型設計／施エマネジメント
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図4-1 CM タイプ図

4-2 東日本大震災復興事業で活用された C M 事例

本研究では、東日本大震災復興事業において活用された CM 方式、三陸沿岸道路

整備事業として国土交通省により実施された「事業促進 PPP 」方式 2) 、道路・港

5) 、福島県 6) 7) 8) 、それぞれの被

災 3 県により実施された「ピュア型 CM 」方式、被災市町の復興事業において都市

再生機構 (UR) により実施された「アットリスク型 CM 」いわゆる復澳 CM9l 1ol 、

この 3 つの異なる CM タイプについて、各事業の報告書の調査、ならびに各事業者

へのヒャリングを実施し、それぞれどの様な事業背景で CM 方式のタイプが決定さ

れたのか、またそれぞれのタイプによる CMR 業務内容と、その CM タイプが復興

事業に果たした効果などについて、前章 3-1-2 で仮説として設定した 5 つの評価項

目の、 1) 個別事業（プロジェクト）の特徴、 2) 事業者の特徴または背景、 3) CM 

方式導入検討時期または導入時期、 4) 個別事業で CMR に求めれる業務または能力、

5) 個別事業において設計業者と施工業者の選定上で要求されるもの、それぞれから

整理分析を行った。

4-2-1 事業促進 PPP

東日本大震災復巽事業において、 三陸沿岸道路整備事業として国土交通省により

実施された「事業促進PPP 」方式について、国土交通省による資料 2) 11) 、ならび

に民間コンサルタント会社による報告資料 12) をもとに、整理分析を行った。

事業促進PPP は、復興事業促進のため発注者の川上業務を対象に、官民連携によ

る効率的なマネジメントを行うことを目的とし、東北地方整備局による新規事業で

ある復興道路・復興支援道路の 18 事業224km のうち、 短期間で膨大な事業を実施す

25 



る必要性から、 三陸沿岸道路を中心として13事業の約 18 3km 区間において導入実施

されている2) 11)0 

( 1 ) 事業促進 PPP 事業の特徴

この新規事業化区間は、従来の三陸国道事務所管内事業延長の約 5 倍と膨大な事

業量となり、復興道路の完成目標は概ね10 年と従来の 5 割増しのスピー ドが求めら

地取得等の膨大な業務の実施が必要となった 2) 12) 0 

復興事業の早期整備に向けた総合的な対策として、 トンネル工事、橋梁上下部エ

事、舗装工事について発注ロットの大型化が図られた 2) 。事業の特徴について簡潔

に整理すると以下のようになる。

・エ期や時間要件の早期性が通常以上に非常に高い

・要する技術は一般的であるが大型化により高度化

・事業あたりの工事発注件数は非常に多い

(2) 事業者の特徴または背景

発注者業務は通常の事業と比較すると膨大な業務量となることから、発注者のみ

で実施することは困難な状況と想定された 2) 12) 0 

国土交通省は、道路整備事業における高度かつ専門的技術経験を十分に持ち、ま

たCM 方式については、 中部地方整備局でのマネジメント技術活用方式の試行導入

をはじめとして、東北地方整備局によるダム工事や九州地方整備局における河川工

事などのヒ°ュア型の導入実績を持つこ とから 13) 、CMR の選定およびCM 運営の経験

を持っている発注者であると言える。簡潔に整理すると以下のようになる。

・事業に要する技術経験者を有する

・事業を実施するための技術者を十分に有していない

・設計発注 ・管理の経験 ・能力を十分有している

・施工発注 ・管理の経験 ・能力を十分有している

• CM 方式の業務実績 (CMR 選定 ・CMR 管理経験）を有している

(3) CM 方式導入検討時期または導入時期

業務内容は従来の発注者が行ってきた川上業務も対象とされることから、設計段

階前の基本計画段階から導入され、測量段階、設計段階、用地取得段階、施工段階

にわたって実施されている 2) 12) 。

• CM 方式導入時期は基本計画段階から施工段階まで
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(4) CMR に求められる業務または能力

民間技術者チームの業務内容は、道路整備事業における全体進捗管理および協

議 ・調整等を行う事業管理業務、調査 ・設計業務および協議・調整等を行う調査設

計業務、用地取得計画調整および用地進捗管理を行う用地業務、ならびに施工管理

であり、さらに大規模事業かつ膨大で複雑な事業の特殊性や高度な技術が求められ

ることから、エキスパート技術者とされた2) 12) 。整理すると以下のようになる。

・設計の発注支援、設計管理能力が必要

・施工の発注支援、施工管理能力が必要

・設計施工一括の発注支援および管理能力は不要

・技術レベルにおいて高度な専門性が必要

(5) 設計業者と施工業者の選定上で要求されるもの

復興事業の早期整備に向けた総合的な対策の一環として、設計 ・施工の専門業者

には、復興JV 制度創設により被災 3 県の企業と被災地域外の企業が共同企業体とし

て参加し、トンネル工事、橋梁上下部工事、舗装工事等について、設計 ・施工分離、

また個別工種ごとへの発注となった。

また発注ロットの大型化により、長延長のトンネル工事や橋梁上下部工工事施工、

工程や調達、工事間調整などにおける専門性は高くなるが、専門業者が通常実績経

験をもつ工事工種となる。整理すると以下のようになる。

・復興JV 制度創設により地元企業の採用が要件となる

・設計や施工における技術は一般的であるが、大型化により高度化

(6) 事業促進PPP の実施体制

「事業促進PPP 」における事業実施体制は図 4-2 のようになり、従来は発注者が

行ってきた協議調整等の施工前業務について、民間技術者チームが発注者と一体と

なって実施できるよう検討されている2) 。

民間技術者チームは、 PPP 監理業務JV として業務委託契約を結び、事業監理、調

査設計、用地管理、施工管理に関するマネジメント業務を行い、また設計責任また

は施工責任を持たないことから、ここでは業務委託契約により発注者支援業務とし

て設計および施エマネジメン トをするヒ°ュア型CM タイ プに分類 して整理した（前

節 4-1 P2) ピュア型 設計／施エマネジメント）。

三陸沿岸道路整備事業として実施された「事業促進PPP 」における実施体制が、

る工事着手までの発注者業務が膨大であったこと、また早期性が非常に高かったこ

とから発注者業務の人的 ・技術的補完を目的として、業務委託契約により上記マネ

ジメント業務を行う、ピュア型CM 方式を基本として検討されたものと考えられる。
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業促進PPP 」導入後の事業体制
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図 4-2 事業促進PPP の導入事業実施体制

（事業促進PPP 説明資料より 17 ))

(7) CM タイプ評価項目

以上の整理分析をもとに、前章3-1- 3で示した評価項目マトリックスにしたがって、

CM タイ プについての評価項 目を整理すると以下表 4-1 の通りとなる。
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表4-1 評価項目 リス ト （事業促進PPP )

ピュア型

設計＋施工

事業プロジェクトの特徴 （分離または一括）

工期や時間要件の早期性 非常に高い

要する技術レベル 一般的で高度化

想定される工事発注件数 非常に多い

ピュア型

設計＋施工
事業者の特徴または背景 （分離または一括）

要する技術経験者を有するか 有している

遂行に十分な技術者数を有するか 不足している

設計発注・管理経験を十分に有するか 有している

施工発注・管理経験を十分に有するか 有している

CM 方式の業務実績(CMR 選定・
有している

CMR 管理経験）を有しているか

ピュア型

設計＋施工
CM 方式導入検討時期または導入時期 （分離または一括）

導入検討または導入時期は、どの段階 基本計画～
（基本計画，基本設計，詳細設計，施工）か 施工段階

ピュア型

設計＋施工
CMR に求めれる業務または能力 （分離または一括）

設計発注支援・設計管理能力が必要か 必要

施工発注支援・施工管理能力が必要か 必要

設計施工一括発注支援・管理能力が必要か 不要／必要

技術レベルは高度な専門技術を要するか 専門性が必要

ピュア型

専門業者選定上（設計業者と 設計＋施工

施工業者）に要求されるもの （分離または一括）

地元企業の採用が要件となるか 要件となる

技術レベルは高度な専門技術を要するか 高度化
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4-2 -2 県事業におけるヒ°ュア CM

東日本大震災復興事業において、道路・港湾 ・河川等の整備事業として被災 3 県

の岩手県2) 、宮城県4) 5) 、福島県6) 7) 8) それぞれにより実施された「ピュア型CM 」方

式について、各県へのヒヤリング調査ならびに、各県による C M 活用ガイドライン

と共通仕様書 3) 4) 5) 6) 7) をもとに、整理分析を行った。

岩手県の復典事業においては、平成26 年よりヒ°ュア型CM 方式の活用が開始され、

これまでに港湾 ・防潮堤災害復旧事業、河川復旧 ・改修事業、復興道路整備等の 3

事業においてCM 方式が活用されている。

宮城県の復巽事業においては、平成30年よりピュア型CM 方式の活用が開始され、

これまでに港湾施設整備事業、河川災害復旧事業、道路災害復旧 ・復興道路事業、

橋梁災害復旧事業等の 15 事業においてCM 方式が活用されている。

福島県の復興事業においては、発注者側のマンパワー不足への緊急的措置として

平成25 年よりヒ°ュア型CM 方式の活用が開始され、これまでに港湾 ・防潮堤災害復

旧事業、河川復旧 ・改修事業、道路災害復旧 ・復興道路整備事業等の52 事業におい

てCM 方式が活用されている。

(1) 被災 3 県のヒ°ュア型 CM 事業の特徴

被災 3 県における復興事業の特徴は、被災した既存インフラの復旧に加え、復奥

計画により港湾施設や復興道路など新たなインフラの整備が必要となったことから、

までに集中する事業の完成が求められた6) 8) 0 

また復興事業を効率的に進める方策として、発注ロットの大規模化が図られた6) 。

事業特徴について簡潔に整理すると以下のようになる。

・エ期や時間要件の早期性が通常以上に非常に高い

・大型化により事業管理が裔度化するが、工事に要する技術は一般的である

・事業あたりの工事発注件数は通常より多い

(2) 事業者の特徴または背景

発注者業務は膨大となることに加え、技術者職員は震災前より減少傾向にあり、

再任用・任期付き職員や、自治体法派遣職員のみでの実施には限界があった 8) 。

被災 3 県は、復興対象となる港湾、河川、道路整備事業については、従来インフ

ラ整備により専門的技術経験を十分に持っている。一方でCM 方式の活用について

は、震災前において導入実績がなく 4) 6) 、C M R の選定およびC M 運営の経験を持た

ない発注者であると言える。簡潔に整理すると以下のようになる。

・事業に要する技術経験者を有する

・事業を実施するための技術者を十分に有していない
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・設計発注 ・管理の経験 ・能力を十分有している

・施工発注 ・管理の経験 ・能力を十分有している

• CM 方式の業務実績 (C MR 選定 ・CMR 管理経験）を有していない

(3) CM 方式導入検討時期または導入時期

被災 3 県における CM 業務内容は、発注者側の立場で監督補助等を担うことを主

な目的とし、復興事業の設計段階、工事発注段階、または施工段階において実施さ

れ、この導入時期は実施事業それぞれ個別に判断決定されている 4) 6) 8) 。特に福島

県においては、調査計画や用地取得段階からの導入も実施している。

• CM 方式導入時期は、施工段階のみが主流（ただし調査計画段階から、あるいは

設計段階から施工段階まで、施工段階のみ、など事業の特性に応じて判断）

(4) CMR に求めれる業務または能力

CMR の業務内容は、基本計画段階、設計段階、工事発注段階、施工段階の各段階

におけるマネジメン ト業務と発注者支援業務となる。求められる技術については、

発注ロッ トの大規模化にともなう高度化はみられるが、通常事業で経験している一

般的技術レベルとなる。整理すると 以下のようになる。

・設計の発注支援 ・管理能力が不要（施工段階のみ）

・施工の発注支援 ・管理能力が必要

・設計施工一括の発注支援および管理能力は不要

・技術レベルにおいて一般的な専門技術が必要

(5 ) 設計業者と施工業者の選定上で要求されるもの

復興事業を効率的に進める方策の 1 つとして入札不調対策を目的に、設計または

施工の専門業者には被災 3 県の企業と被災県外の企業が共同企業体として参加する

制度が導入された23) 。

また発注ロットの大規模化をともなうものの、専門業者が通常実績をもつエ種ま

たは技術レベルとなる。整理すると以下のようになる。

・地元企業の採用が要件となる

・設計や施工における技術レベルは一般的である

31 



(6) 被災 3 県ヒ°ュア型CM の実施体制

被災 3 県において活用されたCM 方式ではピュア型を採用している。また ピュア

型CM 方式を採用した理由は 6) 、① 1 つのCM 事業で進捗が異なる個別に発注され

た複数事業をマネジメントするため、一団の大きな事業のマネジメントを想定する

アットリスク型はなじまない、②アット リスク型はCM 業者の施エリスクを伴いエ

事費増加が想定される、③アットリスク型に比べ、発注者が技術を享受しやすい、

などとなっている。

被災 3 県において活用されたヒ°ュア型CM 方式の事業実施体制はいずれも 同様と

なることから、福島県版道路CM 業務における、 CM 業務の役割ならびに実施体制を

図 4 -3 に示す。

被災 3 県におけるヒ°ュア型CM 方式は、設計責任または施工責任を持たず、施工

マネジメント業務を行う、いわゆる一般的なヒ°ュア型CM 方式、前節4-1 Pl) ピュア

型施エマネジメン トタイプ、または設計と施工のマネジメント業務を行う、 P2) ヒ°

ュア型設計／施エマネジメン ト タイプのどちらかに分類することができる。

32 



各段階における福島県版道路C M 業務の役割
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図 4-3 福島県版道路CM 業務体制（福島県版道路CM 業務円滑化ガイドライン（第 1版）

平成28 年12月福島県土木部道路総室 5) より）
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(7) CM タイプ評価項目

以上の整理分析をもとに、前章3- 1-3 で示した評価項目マトリックスにしたがって、

C M タイプについての評価項目を整理すると以下表 4 -2 の通りとなる。

表 4-2 評価項目リスト（ピュア型C M )

ピュア型

事業プロジェクトの特徴
施工のみ

工期や時間要件の早期t生 非常に高い

要する技術レベル 一般的

想定される工事発注件数 通常より多い

ピュア型

事業者の特徴または背景
施工のみ

要する技術経験者を有するか 有している

遂行に十分な技術者数を有するか 不足している

設計発注・管理経験を十分に有するか 有している

施工発注・管理経験を十分に有するか 有している

CM 方式の業務実績(CMR 選定・
有していない

CMR 管理経験）を有しているか

ピュア型

CM 方式導入検討時期または導入時期
施工のみ

導入検討または導入時期は、どの段階
施工発注時（基本計画基本設計，詳細設計，施工）か

ピュア型

CMR に求めれる業務または能力
施工のみ

設計発注支援・設計管理能力が必要か 不要

施工発注支援・施工管理能力が必要か 必要

設計施エー括発注支援・管理能力が必要か 不要

技術レベルは高度な専門技術を要するか 一般的

ピュア型

専門業者選定上（設計業者と 施工のみ
施工業者）に要求されるもの

地元企業の採用が要件となるか 要件となる

技術レベルは高度な専門技術を要するか 一般的
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4-2-3 UR によるア ットリスク C M (市町）

東日本大震災復撰事業において、被災市町の復興事業においては、都市再生機構

（以下UR と呼ぶ）により実施されたアットリスク型CM 、いわゆる復興CM (以下

復奥CM と呼ぶ）について、国上交通省による、東日本復興CM 方式の検証と今後の

活用に向けた研究会報告書g)、都市再生機構による、復巽CM 方式の効果分析報告書

10) 、岩手県山田町で実施された復興CM 事業について、山田町震災復興事業におけ

るアットリスク型CM 方式の現状報告14) をもとに整理分析を行った。

被災市町の復興事業で実施された復奥CM は、被災市町における土地区画整理事

業や防災集団移転促進事業などの復興市街地整備事業について、被災市町から UR

への要請を受け、東日本大震災復興特別区域法制定により UR が復興事業に取り組

むこととされたものである。

この復興CM は、平成24 年1月の岩手県山田町復興事業などの推進に向けた覚書交

換を始めとして、女川町震災復興事業など12 市町19 地区において実施されたg)

(1) 復興 CM 事業の特徴

被災市町における復興事業は、復興事業特有の早期事業の着手と通常の約半分と

いう短期間での完成が求められる事業であり、加えて土地区画整理事業、防災集団

移転促進事業、津波復興拠点幣備事業、漁業集落防災機能強化事業、関連公共施設

整備事業等、多くの事業が並行して実施され、過去に経験のない大規模な工事とな

った 4 ¥ 

また行政機関などの多種多様で多くの調整業務や地権者との合意形成に時間を要

するものであった。地権者意向による整備計画変更の可能性が非常に高いこともこ

の事業の大きな特徴である。事業特徴について簡潔に整理すると以下のようになる。

・エ期や時間要件の早期性が通常以上に非常に高い

・要する技術は一般的であるが大型 ・複雑化で高度

・事業あたりの工事発注件数が非常に多い

• 関係機関 ・地権者と調整や合意形成が非常に多い

・基本計画や設計時の変更や変動制が非常に高い

(2) 事業者の特徴または背景

広範囲かつ膨大な復巽事業は、被災市町の発注者には経験のない大規模工事で、

震災前の約5~30 倍の事業費となる中、深刻な発注者側のマンパワー不足となってお

り、復興事業を進める上での事業環境は極めて困難な状況となっていた凡 また防

災集団移転促進事業などの多くの復興事業は、被災市町ではノウハウや専門的技術

経験が不足する状況であった。

被災市町は事業実施にあたって、費用を考慮した事業計画の策定やコストの縮減
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など、適切な事業費管理のための新たな体制構築が必要であった叱

またCM 方式の活用についても、震災前において導入実績がなく、 CMR の選定お

よびCM 運営の経験を持たない発注者であると言える。簡潔に整理すると以下のよ

うになる。

・事業に要する技術経験者を十分に有していない

・事業を実施するための技術者を十分に有していない

・事業遂行する上で、事業費管理や専門業者との直接契約締結（発注）は複雑 ．

多数で困難な状況

・設計発注 ・管理の経験 ・能力を十分有していない

・施工発注 ・管理の経験 ・能力を十分有していない

• CM 方式の業務実績 (CMR 選定 ・CMR 管理経験）を十分に有していない

(3) CM 方式導入検討時期または導入時期

被災市町の復興事業で活用された復興CM は、調査 ・設計段階から民間事業者の

ノウハウを活用して被災自治体の復興まちづくりを推進するための、新たな入札契

約方式として導入され、事業主体である被災市町、 UR 、CMR が相互に連携し、調

査、測量、設計、施工段階にわたり、一体的に進められた。

また前述の通り、計画変更の可能性が高く、あらかじめ事業の全体整備計画や仕

様 ・数量を確定した上で工事発注を行うことが困難であった。整理すると以下のよ

うになる。

• CM 方式導入時期は基本計画段階から施工段階まで

• CM 方式導入時の事業費の確定は困難であった

(4) CMR に求めれる業務または能力

復奥CM における CMR の役割は、復奥まちづくりにおける調査 ・測量 ・設計 ・施

管理業務、事業管理業務と多岐にわたる。

復興CM はアットリスク型CM であり、 CMR はマネジメント業務に加えて、請負

契約により設計ならびに施工におけるリスクを負うため、調査 ・測量、設計、施工

で行う能力が求められる。

復興市街地整備事業はインフラや国道 ・県道の整備、漁港機能強化事業等も一体

に実施されるだけではなく、関係する他事業との調整も伴い、極めて多くの業務量

を生じるとともに複雑かつ煩雑になる 10) 。このため求められる技術レベルは、非常

に高度な専門性が要求される。
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・設計の発注支援、設計管理能力が必要

・施工の発注支援、施工管理能力が必要

・設計施エー括の発注支援および管理能力が必要

・技術レベルにおいて高度な専門性が必要

(5) 設計業者と施工業者の選定上で要求されるもの

復興CM では、地域活性化の観点から地元企業の積極的活用が求められ、 CMR が

専門業者を選定する際に、適正に地元企業を選定きるよう 「専門業者の選定に関す

る確約書」をUR とCMR の間で締結している。

この確約書では、地域条件や知識が重要となるため、業務種別を「主に地元企業

の選定を行う業務」と高度技術や大規模性から 「地元企業の選定が困難な業務」に

分類し、地元企業優位性と専門性の観点から、専門業者の評価選定を行うこととし

ている尺

・地元企業の採用を要件としている

・設計や施工における技術は、大型化や複雑化により高度化

(6) 復興CM の実施体制

復興C M では、復興市街地整備事業について、 UR が被災市町からの委託を受けた

上で、 UR がC M R と基本協定に基づく請負契約を締結した。

復楔C M の事業実施体制は、被災市町（事業主体）、 UR (発注者）、 CMR (受注

者）が三位一体となる体制を構築することで、民間技術を最大限活用することと、

発注者のマンパワー不足への補完など、事業を遂行する上での多くの課題を解決す

る新たな仕組みとして導入された見

被災市町において導入された復興CM 方式の事業実施体制を図 4 -4 に示す。復興

CM 方式の実施体制は、 CMR が基本言十画段階から施工段階までのマネジメント業務

を行う他に、設計ならびに施工における完了責任を伴う、アットリスク型CM タイ

プで、前節の4-1 の A2) アットリスク型設計／施エマネジメントタイプに分類さ

れる。

この復興CM 方式の実施体制は、アットリスク型CM タイ プということだけではな

く、被災市町単独での事業実施が極めて困難であったことから、通常の発注者と

CMR という組織に加えて、 UR が発注者の立場と して事業を推進 ・支援する仕組み

であったことが大きな特徴である。
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（復罪 CM 方式の効果分析報告平成 30 年 10 月 UR より）

(7) 復輿CM における UR の役割

復撰CM 方式におけるUR の業務ならびに役割は、被災市町からの事業委託により

自治体の業務支援、ならびにC M R 受託者事業、調査 ・設計 ・測量 ・施工等について、

発注者として総合的に全般管理を担うこととされた。具体的な項目は以下の通り 9)

となる。

・自治体業務に係る図書作成や協議調整等の支援

・受託事業全体の管理（工事費執行管理を含む）

• 発注に関する業務

• CM R オープンブック審査専門業者選定に係る承諾

• CMR 監督権限に基づく 監督、検査権限に基づく検査

・自治体への完成宅地等の引き渡し

復興CM 方式におけるUR は、事業全体を遂行する上で、事業主体である市町の補

完として、事業委託により事業を実施する組織としての役割を担っている。U R は、

復興C M 方式におけるアットリスク型C M を遂行する上で、重要な役割を果たした機

能的組織ということができる。

このU R が果たした役割である発注者の補完、ならびに業務委託契約により発注

者側としての業務支援の実施は、いわば 1つのC M 組織の業務と考えることができ

る。つまり 一般的な体系的概念におきかえれば、復巽CM の受注者である CM R を 2
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次CM とし、事業実施初期段階に導入されたUR によるこの機能的組織の役割を 1 次

CM 、という考え方をすれば、 CM 方式において 1 次CM の活用は、 1 つの仕組みあ

るいは 1 つのCM タイプということができる。

つまり復興C M 方式における実施体制は、前節のCM タイプ分類に当てはめると、

1 次CM の併用による A 2) アットリスク型設計／施エマネジメントタイプに分類

することができる。この 1 次CM については、次章4-3 で詳しく整理論述する。

(8) CM タイプ評価項目

以上の整理分析をもとに、前章3-1- 3で示した評価項目マ トリックスにしたがって、

CM タイプについての評価項目を整理すると、以下表 4 -3 評価項目リスト（復興

CM ) の通りとなる。

表 4-3 評価項目 リスト（復興CM )

アットリスク型

設計＋施工
事業プロジェクトの特徴 （分離または一括）

工期や時間要件の早期性 非常に高い

要する技術レベル 大型・複雑化で高度

想定される工事発注件数 非常に多い

関係機関・地権者との調整や合意形成 非常に多い

基本計画や設計時の変更や変動性 非常に高い

1次CM 活用の場合

アットリスク型

設計＋施工
事業者の特徴または背景 （分離または一括）

要する技術経験者を有するか 不足している

遂行に十分な技術者数を有するか 不足している

設計発注・管理経験を十分に有するか 不足している

施工発注・管理経験を十分に有するか 不足している

CM 方式の業務実績(CMR 選定・ 有していない
CMR 管理経験）を有しているか
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アットリスク型

設計＋施工
CM 方式導入検討時期または導入時期 （分離または一括）

導入検討または導入時期は、どの段階 基本計画～
（基本計画，基本設計，詳細設計，施工）か 基本設計時

導入時の事業費積算の確定（積算精度） 確定は困難

アットリスク型

設計＋施工
CMR に求めれる業務または能力 （分離または一括）

設計発注支援・設計管理能力が必要か 必要

施工発注支援・施工管理能力が必要か 必要

設計施工一括発注支援・管理能力が必要か 不要／必要

技術レベルは高度な専門技術を要するか 専門性が必要

アットリスク型

専門業者選定上（設計業者と 設計＋施工
施工業者）に要求されるもの （分離または一括）

地元企業の採用が要件となるか 要件となる

技術レベルは高度な専門技術を要するか 高度化
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4・3 1 次 CM 活用の位置付けと概念整理

4・3・ 1 1次 CM 活用の位置付け

国土交通省による、東日本復興CM 方式の検証と今後の活用に向けた研究会報告

書4) では、プロジェクトの実施体制の検討を進める段階において、 CM 方式などを

活用する際には、UR が果たした役割のように、発注者を補完する支援体制として

外部の民間組織の活用を検討する必要があるとしている。

ただし、復興CM 方式におけるUR の役割は、東日本大震災復興特別区域法により、

監督権限ならびに検査権限の実施においては公共事業発注者としての業務であった

ことに留意が必要と述べている。つまり UR の果た した役割の一部について、事業

上流部での発注者支援体制として、民間組織の活用が考えられる。

国士交通省により平成26 年度から実施されている、多様な入札契約方式モデル事

業15) の支援事例では、プロジェクト実施初期の段階で、委託支援事業者の派遣によ

り、発注者支援事業が行われ、これにより個別事業課題と技術的な検討、さらに課

題解決のための入札契約方式の検討後に事業者による CM 方式の導入がなされてい

る。

また永島らは16) 、地方自治体でCM 方式を導入する場合は発注者支援と してア ド

バイザー制度の併用も必要と述べており、これらのこ とから、事業実施初期のみで

の機能的組織の活用についても考えることができる。

これらの考え方と、 4・2・3 で整理分析 した被災市町で実施されたUR によるアット

リスク型CM 方式から、 このプロジェクト実施体制検討時期、あるいは事業実施初

期段階に導入活用する、事業上流部の発注者支援業務を行う CMR の位置付けと して、

「1 次CM 」という概念で捉えることができると考える。

4・3・2 1次CM 活用の概念

以上の考察を基に 1次CM の客観的な概念を整理したもの表 4 ・4 に示す。 また

1次CM を活用する場合の実施体制については、前節4・1 の 4 つのタイプいずれの場

合についても 1 次C M を併用することが可能であると考える。図 4 ・5 に、 P2) ピユ

ア型設計／施エマネジメントタイプにおいて 1 次 CM を併用した場合と、 A2) rットリス

ク型設計／施エマネジメン トタイプにおいて 1 次 CM を併用した場合についてに示す。

なお、石巻復巽整備事業において17 ) 活用された管理CMR の事例については、UR

と管理CMR のそれぞれにより 、A2 ) タイプにおける 1次CM の役割を担った形と考

えられる。

1 次CM の導入時期について、発注者補完として初期の仕組み作りを担うことか

ら、通常は 2 次CM に先行して導入されるものと考える。また導入期間については、

被災市町で実施された復興CM では、事業実施初期段階から施工完了段階まで、 UR

が 1 次CM の役割を果た したが、発注者体制の状況、またはプロジェク ト特性によ

って、実施初期段階のみにおいて発注者支援業務、またはアドバイザ リー業務を行
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うための、 1 次CM 方式の採用も考えられる。なお、前者は国交省が実施する事業

促進PPP における事業監理業務 18) 、後者は建設コンサルタント協会による 13l CMA 

に相当するものと考えられる。

また 1 次C M タイプについては、 1 次C M は設計または施工責任を負わないマネジ

メントを担うことから、ヒ°ュア型C M と考えることができる。実際的な事業遂行に

おける発注者補完の役割を担う CM タイプ (2 次 CM ) について、復興CM ではア

ッ トリ スク型C M が採用されたが、1 次CM は発注者補完という役割から事業の総合

的管理を担い、 2 次CM は事業遂行側の発注者支援マネジメント業務を担う役割と

して、ヒ ュ゚ア型CM を採用するケースも考えられる。

表 4-4 1 次CM の概念表

1 次CM の客観的概念

1 次CM の役割
特に上流側のにおける発注者補完と
発注者業務支援，受託事業の総合的管理

・事業実施方式（仕組）決定，実施体制構築

具体的業務（例）
・受託事業全般管理
・CMR の選定. CMR 管理業務
• 発注関連業務

・事業実施初期段階～施工完了段階
導入時期 または事業実施初期段階から事業開始まで

※ 2 次CM より先行して導入される

1 次CM のタイプ ピュア型CM

併用するCM タイプ ピュア型CM またはアットリスク型CM
(2 次CM タイプ）

P2) ピュア型設計／施エマネジメント

発注者

CMR(2 次）

設計者

専
門
業
者

専
門
業
者

A2) アットリスク型設計／施エマネジメン

固 4-5 1 次CM を併用した場合の実施体制例

42 



4-4 C M タイプ検討における評価項目の整理

4-4 -1 全体評価項目の整理

前節の4-2-1 から 4-2- 3で整理した事業促進PPP 、被災 3 県におけるヒ ュ゚ア型CM 、

被災市町で実施されたUR による復興CM における個別の評価項目マトリックスを

全体で表したものを以下表 4 -5 評価項目全体マトリックスに示す。

上記の評価項目マ トリックスについて、「ピュア型設計＋施工」は事業促進PPP

より 、「ピュア型施工のみ」は被災 3 県におけるヒ°ュア型CM より、「アッ トリスク

型設計＋施工」は被災市町で実施されたUR による復興CM より整理分析したものに

なる。

「アットリスク型施工のみ」について、このケースは本研究における東日本大震

災復興事業における CM 方式活用事例にみられないタイ プであることから、前章

3-1-2 で仮説として設定した評価項目のそれぞれ 5 つの評価項目と、事業促進PPP 、

被災 3 県によるヒ°ュア型CM 、復興CM の 3 つのタイプにおける評価項目リストから

考察を行った。また「アッ トリ スク型施工のみ」タイプのCM 方式導入時の対象段

階が設計完了後の 「施工段階」 であることから、設計発注 ・管理については、発注

者経験は有りとし、設計発注支援 ・管理についてCMR の能力は不要、 事業費積算精

度については、ある程度確定とした。更に 1 次CM については活用無しのケースと

したため、事業者における CM 方式業務実績は有しているものとした。
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表4-5 評価項目全体マ トリ ックス

ピュア型 アットリスク型

施工のみ
設計＋施工

施工のみ
設計＋施工

事業プロジェクトの特徴 （分離または一括） （分離または一括）

工期や時間要件の早期性 非常に高い 非常に裔い 非常に高い

要する技術レベル 一般的 一般的で高度化 一般的で高度化 大型・複雑化で高度

想定される工事発注件数 通常より多い 非常に多い 通常より多い 非常に多い

関係機関・地権者との調整や合意形成 多い 非常に多い

基本計画や設計時の変更や変動性 多い 非常に高い

1次CM 活用無し 1次CM 活用の場合

ピュア型 アットリ スク型

施工のみ
設計＋施工

施工のみ
設計＋施工

事業者の特徴または背景 （分離または一括） （分離または一括）

要する技術経験者を有するか 有している 有している 不足している 不足している

遂行に十分な技術者数を有するか 不足している 不足している 不足している 不足している

設計発注・管理経験を十分に有するか 有している 有している 十分有る 不足している

施工発注・管理経験を十分に有するか 有している 有している 不足している 不足している

CM 方式の業務実績(CMR 選定・
有していない 有している 有している 有していない

CMR 管理経験）を有しているか

ピュア型 アットリスク型

施工のみ
設計＋施工

施工のみ
設計＋施工

CM 方式導入検討時期または導入時期 （分離または一括） （分離または一括）

導入検討または導入時期は、どの段階
施工発注時

基本計画～
施工発注時

基本計画～
（基本計画，基本設計，詳細設計，施工）か 施工段階 基本設計時

導入時の事業費積算の確定（積算精度） 高い精度 ある程度確定 ある程度確定 確定は困難

ピュア型 アットリスク型

施工のみ 設計＋施工 施工のみ 設計＋施工

CMR に求めれる業務または能力 （分離または一括） （分離または一括）

設計発注支援・設計管理能力が必要か 不要 必要 不要 必要

施工発注支援・施工管理能力が必要か 必要 必要 必要 必要

設計施エー括発注支援・管理能力が必要か 不要 不要／必要 不要 不要／必要

技術レベルは高度な専門技術を要するか 一般的 専門性が必要 一般的 専門性が必要

ピュア型 アットリスク型

専門業者選定上（設計業者と 施工のみ
設計＋施工 施工のみ 設計＋施工

施工業者）に要求されるもの （分離または一括） （分離または一括）

地元企業の採用が要件となるか 要件となる 要件となる 要件となる

技術レベルは高度な専門技術を要するか 一般的 高度化 一般的 高度化
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4-4-2 評価項目全体マ トリックスの考察

表 4 -5評価項目全体マトリックスは、復興事業における CM 方式活用事例の研究

を基に、発注者側がCM 方式を導入する際に検討する CM タイプと、考察した評価項

目に対するそれぞれのタイプ特性を表したものである。

これによりヒ°ュア型とアットリスク型を比較した場合、事業主体である事業者が、

要する技術者を有していない場合、また施工発注 ・管理経験を十分に有していない

場合において、発注者補完の観点ではアットリスク型がより効果が期待できるもの

であり、加えて複雑性の裔い事業についても同様にアットリスク型の効果が期待で

きることが分かる。

またピュア型とアットリスク型いずれの場合も、設計段階をCM 方式の対象段階

とするかで、事業特性や発注者特性の点で、更にCMR や専門業者に求められるもの

について、明らかに差異があることが分かる。つまり CM 方式の導入を検討する際

は、導入を検酎する時期または対象となる段階と、 CM 方式導入に期待する効果に

ついて明確にすることが非常に重要であることが分かる。

更に前節4-3 で述べた 1 次CM の活用については、 1 次CM は発注者にCM 方式導入

実績がない場合のCMR の選定や管理において、特に発注者補完の役割を担うことか

ら、 1次CM を併用した場合、復興CM 方式においてUR により実施されたように、

事業実施体制の構築やCM R の選定業務、事業初期から施工段階における事業全般管

理業務を担うなど、事業者にとってCM 方式の導入をし易くする効果と、さらに効

率的な実施支援を行うなど、方式導入時の効果を増すことが期待されるものである

ことが分かる。

以上から、前章3-1-2 で仮定した 5 つの評価項目、 1) 個別事業（プロジェクト）

の特徴、 2) 事業者の特徴または背景、 3)CM 方式導入検討時期または導入時期、 4)

個別事業でCMR に求めれる業務または能力、 5) 個別事業において設計業者と施工

業者の選定上で要求されるもの、ならびに前節4-2-1 から 4-2- 3で考察した詳細項目

によるこの評価項目リストは、ピュア型とアットリスク型の特性、または施工のみ

の場合と設計＋施工の場合、それぞれの特性を示すものとして有効であると言うこ

とができる。

東日本大震災復興事業という同背景において実施された事業において採用された、

3 つの異なる CM タイプについて比較し、「事業の特徴」、「事業主体である事業者と

事業背景」、 「CM 方式の導入時期」、 「CMR 」、「受注者となる専門業者」 、に着目し

て評価したことにより、評価項目マトリックスは、個別事業において事業者自らが

CM 方式導入を検討する際に、どのCM タイプを採用するか、実施体制や仕組みをど

の様にデザインするのか、また特に事業者の特性や背景から、 1 次CM 活用を検討

するかについて、判断する上で目安としてなりうるものと考える。
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4-5 研究結果のまとめ

本研究では建設産業や公共事業の課題解決策として、今後事業者がCM 方式導入

する場合に、その仕組みを検討する際の、客観的な目安となる考え方を明らかにす

ることを目的として、まずCM タイプを「ヒ°ュア型」と「アットリスク型」を基本

とし、設計マネジメントを伴うものと、施工のみのもの、の 4 つのタイプに明確化

を行った。

次に個別事業に適したCM タイプを検討する際の評価項目として、既往研究から、

1) 個別事業（プロジェクト）の特徴、2) 事業者の特徴または背景、 3) CM 方式導

入検討時期または導入時期、 4) 個別事業でCMR に求めれる業務または能力、 5) 専

門業者（設計業者と施工業者）選定上で要求されるもの、の 5 つの視点から検討し、

さらにこれらについて、東日本大震災復興事業という同背景で実施された事業にお

いて採用された 3 つの異なる CM 方式活用事例の調査比較により、各視点について

評価項目を考察した。

これにより明確化したCM タイプの特徴と 5 つの視点からなる評価項目との関連

付けを行なった結果、下記のことが傾向として認識できることがわかった。

・事業特性、事業者特性、 CM 方式導入時期、 CMR に求める業務、専門業者に求め

る能力は、その事業に逃したCM タイプを判断する目安となる。

・ ピュア型とアットリスク型を比較した場合、アットリスク型の方が、発注者保有

技術者数や技術経験について、発注者補完の観点でより効果が期待でき、さらに

裔い複雑性にも同様の効果が期待できる。

C M 方式を導入する際は、設計マネジメント要件を含むかによって、 導入検討時

期とそのタイプ選定に大きな差異を生じるため、導入検討において設計マネジメ

ント要件は重要な意思決定要素となる。

C M 方式導入にあたりその仕組みを考える目安として、上記の 3 点以外について

も考えられることから、他の事例研究からも検討することが必要と考える。

また本研究では、発注者業務のうちより上流の発注者業務の補完的な役割を担っ

て実施される発注者支援業務を 1次CM と定義し、既往研究と東日本大震災復興事

業において実施された復興CM の研究より、その位置付けと概念について整理を行

い、 UR が果たした役割のように、事業者にCM 方式導入実績がない場合において、

個別事業における CM 方式の仕組みづくりと事業運営の上で、 1次CM の活用は発注

者補完の点で、効果が特に期待できることがわかった。
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第 5 章ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法

第 5 章では、第 3 章で述べた、 「ソフ ト面のまちづくりに関する研究方法」に従

って研究を行った、 「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」の研

究について、その研究結果を以下に述べる。

5-1 大船渡市復興まちづくりの研究と構造分析整理

東日本大震災により壊滅的な被害を受けた被災市町村において、これまで経験し

たことのない復興まちづくりを進めるため、都市機能のインフラ復興、生業や賑わ

いの再生など、 地域の事情に適した様々な取組みが進められている。本節では特に

復興まちづくりにおける生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等を焦点に調査し

た結果として、まず岩手県大船渡市の事例からまちづくり会社のキャッセン大船渡

について、 その復澳事業の概要を 5-1-1 に、キャッセン大船渡と地域行政ならびに

関連協議会との関わりについて整理した結果を 5-1 -2 に、キャッセン大船渡におけ

る実施事業の特徴とその手法を 5-1-3 に示す。

5-1-1 キャッセン大船渡の復興事業概要

大船渡市は岩手県三陸沿岸南部に位置し、古くから大船渡港を中心に水産業を基幹

産業として、大船渡駅周辺地域は気仙地域の商業中心地となっていた。この大船渡

駅周辺中心市街地は、東日本大震災によ りJR 線と駅舎の流失や、周辺家屋の 8 割

が全壊するなど壊滅的な被害を受け、大船渡市震災復興において、この駅周辺中心

市街地をどの様に復興するかが大きな課題となった。

大船渡市の復奥計画では、大船渡駅周辺地区について、大船渡駅を中心と する

38 .Sha の区画整理事業を行い、また中心市街地を東西に走る JR 線を挟んだ山側を

住居エリアとし、海側を商業エリアとして集積するものとした。

この大船渡駅周辺地区まちづくりにおいて、 JR 線の海側の商業エリア 10.4ha を

津波復興拠点区域とし、商業 ・業務機能の集積を図り、東日本大震災以前にあった

大船渡駅周辺中心市街地の課題解決と将来に継続した魅力あるまちづくりに取組ん

でいる。大船渡駅周辺地区の復興まちづくりの概念図を、図 5 -1 に示す。

市はこの商業エリア 10.4ha をキャッセン大船渡エリアと位置づけ、地域の良好

な環境と価値の維持 ・向上を目的に、キャッセン大船渡をエリアマネジメン トの推

進母体とし、エリアの魅力向上や商業活性化など、住民 ・事業主 ・地権者等を主体

として取組んでいる。
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図 5-1 大船渡駅周辺地区の復興まちづくり概念図

5-1-2 キャ ッセン大船渡と行政、関連協議会等の関り

東日本大震災のような、大災害の復興事業においては、復巽まちづくりの構想や

その実施方法、実施主体の検討や、その実施主体との関係機関の組織づくりや財源

確保など、多くの課題の中でまちづくりを複合的かつ総合的に進める必要がある。

大船渡市復興まちづくり事例調査より、構想検討や組織形成などがどの様に進め

られたかを整理分析するため、キャッセン大船渡と地域行政ならびに関連協議会と

の関わりを事業実施経緯とともに整理することで関係性がより明確になると考え、

実際の行政や関連協議会との関係について、新たに考案した関係時系列表に整理し

た結果を表 5 -1 に示す。

また、整理した ［大船渡市の復興まちづくりにおけるキャッセン大船渡と行政 ・

関連協議会等の関連時系列表】では、まちづくり会社のキャッセン大船渡が設立さ

れるまでの流れと、設立後の事業実施が行われるまでを整理するため、事業初期、

事業中期、事業実践期に分類した。

この関連時系列表より、事業初期においては、大船渡市により「復輿計画」策定

が行われ、その後立ち上げられた「ワーキンググループ」とこれに続く 「専門委員

会」によって、「復興計画」に基づき復巽まちづくりが議論され、まちづくり会社構

想ができてきたことが分かる。

事業中期においては、大船渡駅周辺エリアマネジメントを進めるため、エリアマ

ネジメント組織設立が決定され、この組織として官民連携となる「エリアマネジメ

ン トパー トナー（以下、 AMP) 」がエリアマネジメン トを支援する専門家と して選

定された。さらに商業エリアの予定借地人に商工会を加えた組織から、「官民連携ま

ちづくり協議会」が発足された。さらに設置されたまちづくり会社設立準備室によ

って「キャッセン大船渡」設立のための組織づくりと、エリアマネジメン ト推進役

として中心的役割を担うキャッセン大船渡組織リーダーの、タウンマネージャーが
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選定された。

事業実践期ではキャッセン大船渡が設立され、着任 したタウンマネージャーをリ

ーダーとなり、キャッセン大船渡が行うエリアマネジメント事菓詳細について具体

的な手法が検討決定され、実際にエリアマネジメント事業の実施と商業施設整備が

勧められた。

上記で整理した関連時系列表から、各組織とその関係構造の成立ちについて整理

するため、 3 章の本研究方法、 3- 2-1 まちづくり会社についてその整理と分析方法

に示した図 3 -5 「まちづくり会社の基本関係構造」をもとに整理した、キャッセン

大船渡の関係構造の時系列変化を図 5 -2 に示す。
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関連協議会等の関連時系列表

大船渡市 大船渡市駅周辺整備室 大船渡市市街地整備室

【市】 【官民連携まちづくり協議会】 【まちづくり会社（（株）キャッセン大船渡）】 都市再生機構【UR 】

H23.3 .11 東日本大震災発災 l 基盤整備復興、 嵩上げ工事
J H23 5.12 復興計画策定委員会~10 月全7回

H23 .10 .31 【復興計画】の策定

H23.12.1 東日本大震災特別区域法制定

H24.31 大船渡市ーUR パートナーシップ協定

H2410~ 
【大船渡地区津波復興拠点整備事業まちづくりワーキンググループ】組織
計5回開催 (12 月の第4回でまちづくり会社の要望）

H25 年4~
【大船渡地区津波復興拠点整備事業ワーキンググループ】設立
計4回開催 （エリアマネジメント・行政施設・商業施設の整備事業基本計画策定）

H25 年9~ 【復興拠点整備事業専門委員会】設置

〕H2510.18 
大船渡駅周辺
CMR 受託契約 （東急・東洋他JV )

H25 エリアマネジメント組織設立の決定

H26.3.28 
「エリアマネジメントパートナー(AMP) 協定」
締結（大和リース）

H26 .3.31 公募による予定借地人候補者通知

H26 7.31 
「大船渡駅周辺地区官民連携まちづくり協議会」発足

（市、予定借地人、商工会、 AMP)

ヽ H27 3 ※まちづくり協議会内にまちづくり会社設立準備室

j H27 7 公募によりタウンマネージャー選定

H27 .12 まちづくり会社（株）キャッセン設立

H28.2 .9 【大船渡市まちなか再生計画】の認定

H28 商業施設整備を開始

H29.4 キャッセン商業施設オープン

景観事前協議制度の開始

H30 まちづくり会社のエリマネ事業計画認定

H31 エリマネ分担金を活用したエリマネ事業開始
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大船渡市
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こI基盤整備復興、嵩上げ工事 l

■ H24 年度まちづくりワーキンググループ＊「まちづくり会社」構想
■ H25 年度ワーキンググループ＊「まちづくり会社」組織化検討項目

竺
H25.10 

～ 
H27.11 

三+-;;;+三↓ (H26.03) ↓ 
官民連携まちづくり協議会

CD~ 亨こ

■ まちづくり会社設立準備室 (H27.03)
■ タウンマネージャー公募 (H27.07)

■ H26.03 予定借地人選定
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： キャッセン大船渡商業施設 i 
H27.12 ， キャッセン大船渡エリア ： 

業↓： 

iミ□言□
図 5-2 キャッセン大船渡の関係構造図 【時系列変化図】

52 



ここで示した関係構造の時系列変化図により、事業実践期におけるまちづくり会

社の組織化関係構造に至るまでには、事業初期における復興まちづくり計画から、

まちづくり会社の組織化構想が作られたのち、事業中期においてまちづくり会社組

織への関係機関による「協議会」によって、連携 ・支援する「行政機関」、出資する

「出資 ・融資機関」、事業収益構造関係となる「事業関係者」との組織化関係構造の

枠組みが作られ、事業実践期に関係構造の成立に至ったと説明することができる。

5-1-3 キャ ッセン大船渡のマネジメン ト手法と特徴

ここまで、キャッセン大船渡における事業初期から事業中期、 さらに事業実践期

とまちづくり会社の組織化に至る流れを明らかにしたが、このキャッセン大船渡の

マネジメントと組織化において重要な手法とその特徴として以下が挙げられる。

① キャッセン大船渡商業エリア 10.4 ha を津波復興拠点整備事業とし、市有地

化をはかり 事業者に士地を貸すこととした。

② 大船渡市が市有地の地代を減免し、借地人企業はこの通常地代との差額分を

エリアマネジメント組織へ活動費として拠出し、さらに自主事業費を支出す

ることとした。

③ まちづくりにおいて、官民連携による民間ノウハウ活用のため、民間企業と

エリアマネジメント協定を締結し、 エリアマネジメントの推進的リーダー

としてタウンマネージャーを選定した。

①の市有地方針とした理由は、大船渡市へのヒャリングより、「当初より 【新陳代

謝できるまちづくり体制】という発想から市有地化方針とした。 また市民より土地

の買取り要望があり、区画整理事業では換地となってしまうため、買取り可能な津

波復異拠点整備事業とした」ことであった。 この市有地化方針によりキャッセン大

船渡エリアの整備とエリアマネジメント体制が整い事業実施が可能となった。

②の市有地の借地人より活動費と自主事業費を拠出してもらう拠出金制度は、ま

さにキャッセン大船渡の収益構造を支える鍵となる手法である。自主事業費により、

借地人自らがエ リアマネジメント活動に参画する枠組みとなった。

③については、事業中期の民間企業とのエリアマネジメント協定締結によって、

エリアマネジメントパートナーが、官民連携まちづくり協議会設立、協議会内での

まちづくり会社設立の枠組み作り、タウンマネージャーの必要性の認識とその選出

において中心的な役割を果たした。選出されたタウンマネージャーは、拠点区域の

エリアマネジメト推進役として、エリアマネジメント方針、まちづくり 会社関係構

造構築、まちづくり会社設立、エリアマネジメン ト分担金拠出の仕組み作り、商業

施設整備運営について、中心的な役割を担うキーマンとなった。

これらのキャッセン大船渡におけるマネジメントと、組織化の手法とその特徴か

ら、 まちづくり会社の組織化において、関係構造の枠組みづくりと関係構造成立ま
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での流れの重要性に加えて、市有地化による津波復興拠点事業としたように、実施

する事業方針とその体制整備や、借地人による拠出金のように収益構造の仕組みづ

くりなど、組織化と事業推進において官民連携による中心的リーダー人材がいかに

重要であったかが明らかである。

5-2 復興まちづくり会社活用についての比較整理

前節では、大船渡市復興まちづくりにおけるキャッセン大船渡について研究整理

したが、復興まちづくりにおけるまちづくり会社活用の一般的な考え方を明らかに

するため、その他の復興まちづくり研究として、宮城県女川町復興まちづくりにつ

いてを 5-2-1 に、気仙沼市復澳まちづくりについてを 5-2-2 に、石巻市復興まちづ

くりについてを 5-2-3 に、それぞれの研究整理結果を示す。

5-2-1 女川町の復興まちづくりの研究

女川町の復興まちづくりは、東日本大震災により甚大な被害を受けた中心市街地

における女川駅および駅周辺整備が求められるなか、地域マネジメントの役割を担

う組織として、まちづくり会社である女川みらい創造株式会社（以下、女川みらい

創造）が設立された。女川みらい創造が設立され、事業が実施されるまでの流れに

ついて、キャッセン大船渡の研究同様に、まちづくり会社と地域行政ならびに関連

協議会との関係を関連時系列表で整理し、さらに事業初期、事業中期、事業実践期

に分類した結果を表 5 -2 に示す。

関連協議会等の

関連時系列表】から、女川町復巽まちづくりにおいても、事業初期の「復興まちづ

くり計画」からまちづくり会社組織化構想が作られ、事業中期にはまちづくり会社

組織化に係る関係機関による「中心市街地商業エリア復輿協議会」が設立された。

さらに「復興まちづくりデザイン会議」が設立され、これら組織での協議 ・検討を

経て、事業実践期のまちづくり会社組織化に至ったことが分かる。

5-2-2 気仙沼市の復奥まちづくりの研究

気仙沼市の復巽まちづくりでは、内湾地区における商業関連産業再生を目的とし

て、南町海岸商業施設と南町 4 区商業施設の整備事業が実施された。同市復興まち

づくりの特徴は、東日本大震災前の 2008 年に中心市街地活性化基本計画に位置付

けられた既存のまちづくり会社である、気仙沼地域開発株式会社が、この商業施設

整備事業を担う組織として再編された点にある。

気仙沼地域開発株式会社と 地域行政な らびに関連協議会との関係を時系列で整理

した関連時系列表を表 5-3 に示した。この結果から、復興まちづくり協議会の設立、

その後のまちづくり 事業検討会とまちづくり会社設立準備会を経て、既存のまちづ
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くり会社の活用再編が決定された流れが分かる。

また復興まちづくり協議会内における 3 部会設置時に、この 3 部会のサポート と

して官民連携となる専門家と行政（市、県、 国）による専門家チームが編成され、

復興まちづくり計画の策定、まちづくり事業の検討、整備事業計画策定とその実施

において、専門家チームが事業コーディネーターとして重要な役割を果した点も、

注目すべき特徴である。

5-2-3 石巻市の復巽まちづくりの研究

石巻市の復興まちづくりでは、中心市街地で実施された市街地再開発事業や優良

建築物等整備事業において、既存のまちづくり会社である「株式会社街づくりまん

ぼう」（以下、街づくりまんぼう）が中心的役割を担った。街づくりまんぼうは、

2001 年に中心市街地活性化基本計画のTMO 認定として設立されたまちづく り会社

である。石巻市では、行政関係組織に加え商店街の地権者や地元住民団体によって、

関係団体の連携 ・調整を図る場として、「コンパクトシティいしのまき ・街なか創生

協議会」が震災直後に設置され、街づくりまんぼうをこの協議会の事務局とする実

施体制となった。街づくりまんぼうと地域行政ならびに関連協議会との関係を時系

列で整理した関連時系列表を表5-3 に示す。

街なか創生協議会内には専門部会が 3 部会編成され、合わせて気仙沼市と同様に

専門家が招聘された。 復興計画策定や事業検討において、この専門家らによる「チ

ームまちづくり」が復興まちづくり構想検討支援や提案を行った。その 1つが商業

地の効率的土地活用実現のため、 「土地所有と利用の分離」による市街地再開発事業

や優良建築物等整備事業の実施である。この事業は複数街区でそれぞれ実施された。

これら各事業実施主体として、利権者である地権者や街づくりまんぼう 等の出資に

より新たなまちづくり会社が設立され、それぞれの事業実施と、共同販促や地域貢

献事業などのエリアマネジメントの役割を、街づくりまんぼうと連携して果たした。

気仙沼市や石巻市の復興まちづくりでは、既存のまちづくり会社が活用された点

が特徴であるが、 この場合においても事業初期に設置された協議会によるまちづく

り会社の組織化構想の検討を経て、事業実施時期のまちづくり会社組織化に至った

ことが分かる。具体的に石巻市の市街地再開発事業の事例では、事業初期の組織化

構想により、新たに設立されたまちづくり会社において、借地権の一括管理と事業

全体マネジメン トを行 う出資者関係構造と 収益構造の成立に至った。
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表 5-2 女川町復興まちづくりにおける女） 関連協議会等の関連時系列表

i
ー

事

••• 
i_ 

巣事

••• 

＿i -ー・・

【女川町】 【協議会］ 【女川みらい創造（株）］

女川町役場
女川町産業振興課公民連携室

H23 3.11 東日本大震災発災

H23419 
商工会を中心に、水産・商・サービス業が一体となり

「女川町復興連絡協議会」を立ち上げる

H23 .5 女川町復興計画策定委員会

H23 9 【復興計画】の策定

H2310 サンマ水揚げ再開

H2312 

H24.3 

H24 .10.11 

H254 災害公営住宅建設開始

「女川フューチャーセンター（カマス）」開業

H25.6 女川町中心市街地商業エリア復興協諸会（女川商工会）

「女川水産体験館」開業 I 
H25 .9 【女川町復興まちづくりデザイン会議】設立

H26 4 産業振興課公民連携室設置 I 
H26.6 

「中心市街地商業エリア復興協謀会」設立
（「まちなか再生計画」作成）

H26.12 【女川町まちなか再生計画】認定（認定第1号） 女川みらい創造（株）の設立方針決定

H27 3 
「女川駅」、「女川油ぽっぽ」オープン
「女川フューチャーセンターCamass 」オープン

H27 6.14 「あがいんステーション」オープン

H27 .10.5 女川みらい創造（株）の設立

H27.12 
「シーパルピア女川」
「まちなか交流館」開業

H28 6 「おながわレンガみち交流連携協議会」設立

H2812 

I 
「地元市場はマテラス」開業

H29 .5 道路協力団体に指定される
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関連協議会等の関連時系列表

［気仙沼市】 ［まちづくり協議会】 まちづくり会社 ［石巻市】 【まちづくり協議会］ まちづくり会社

【気仙沼地域開発株式会社】
既存まちづくり会社

［株式会社まちづくりまんぽう】
（既存） 設立2001 年

H23.3 .11 東日本大震災発災 H23.3 .11 東日本大震災発災

H23 7 防潮堤建設検討開始 H2312 20 コンI¥クトシティ石巻・街なか創生協譲会設立 協語会事務局（株）まちづくりまんぽう

H23.9 土地区画整理事業検討開始 協諸会街並み部会・事菜推進部会・うイフ入タイルプうンド化部会／一般社団法人「チームまちづくり」

H24.3 内湾地区復興まちづくり協諸会設立 H25 復興まちづくり勉強会(4回）

H25.4 
復興まちづくり協議会に運営会議と3部会設／専門家チーム

H26 市街地再開発事業等情報共有会(4回）
（住宅、商業、公共施設観光）

H25.6 南町海岸商業施設、同3地区商業施設検討開始 H26 .7 合同会社MY ラポ設立

復興まちづくり計画案の提言(4 回）ー地域住民・事業者へ H26.9 株式会社あす街設立

H26 3 士地区画整理事業認可 I H2611 かわまちフロンティア株式会社設立

H27.4 【復興まちづくり計画】策定 H27 7 石巻まちなか再生計画策定 コミュニティカンパニー株式会社設立

H27 4 
まちづくり事業検討会

H27 .9 
"優良建物等整備事業

(2008 年設立の既存まちづくり会社再編決定） 中央2丁目松川横丁工事完了

H27.9 まちづくり会社設立準備会設芭 H28 .1 
市街地再開発事業

中央3T 目1番地区工茅完了

H28.4 まちづくり会社設立（気仙沼地域開発株式会社再編） H28 9 
市街地再開発事業

立町2丁目5番区工事完了

南町海岸商業施設、同3地区商業施設設計・建設開始 H28.9 
市街地再開発事業

中央1T 目14・15 番地区工事完了

H29 9 防潮堤建設事業事業完了 I I 
H301115 南町海岸商業施設、同3地区商業施設開業
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5-3 既存市街地の地域活性化まちづくりの研究

前節まででは、復巽まちづくりにおけるまちづくり会社の組織化ならびに組織化

関係構造成立までの経緯分析と、復興まちづくり会社活用の特徴とその手法につい

ての研究整理結果を示した。

本節では既存市街地において、地域特性や関係者の合意形成、財源確保や担い手

不足などの課題解決のため実施されるまちづくり会社によるまちづくりを、地域活

性化まちづくりとし、その実施手法と一般的概念を明らかにすることを目的とし、

既存市街地の地域活性化におけるまちづくり会社の特徴・構造について整理するた

め、国土交通省による「まちづくり会社等の活用事例集」1) (以下、まちづくり会

社等の活用事例集）を中心に、前節 3-2-1 で述べた「まちづくり会社の特徴 ・構造

分析の整理項目」（表 3-3) について更に必要項目を考察し、今回新たに考案した

独自フォーマットである分析マットリックスにより、まちづくり会社の特徴・構造

分析とその活用方法の整理を行った。

5-3-1 まちづくり 会社特徴 ・構造（形態）分析方法

まちづくり会社構造とその活用方法、まちづくりの概念を整理分析するため

① 実施事業の「目的と特徴」

② まちづくり会社の 「事業実施主体」

③ 実施事業の収益性の観点からまちづくり会社への「行政関与 ・時期」

④ まちづくり会社の「収益構造」

この 4 つの整理項目をもとにまちづくり会社等の活用事例集により調査を行った。

この結果、まちづくり会社の特徴とその構造分析ついて整理するためには、上記 4

つの整理項目に加え、まちづくり会社の特徴と構造に影響を及ぼす項目として新た

に次の 7 つの追加整理項目が必要であることが分かった。

口 実施事業規模によって財源確保や支援関係などの組織構造が異なってくる

ことから「事業規模と内容」

口 委員会や協議会等活用などによるまちづくり会社設立に至る経緯

口 関係構造に影響を及ぼすことから「まちづ

くり会社設立前経緯」

口 事業の進捗に伴い事業実施主体は変化する場合があることから「後期の事業

実施主体」

□ 中心市街地活「生化法活用により、まちづくり会社が設立される場合があるこ

とから「中心市街地活性化法活用」

口 事業目的や事業主体によって出資や支援の組織構成が異なることから「出

資 ・支援構成」
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□ 初期の収益構造が事業進捗によって変化する場合があることとから「後期の

収益構造」

□ まちづくり会社が土地の所有など士地利用を伴う場合があることから「士地

所有 ・利用形態」

これら 7 項目を加えた整理項目が整理分析のため必要であることが分かった。こ

れらと当初の 4 項目と合わせて (a.) ~ (h. ) として整理した項目を表 5 -4 に示す。

表 5-4 まちづくり会社特徴 ・構造分析の追加整理項目

整理項目 整理項目理由

主な目的と特徴
まちづくり会社が実施する

事業は様々な
a. 

事業規模と内容
事業規模によって財源確保や

支援を含む組織構造が異なる

b. 
まちづくり会社設立前経緯 その後のまちづくり会社組織化

（委員会・協議会等活用など） や関係構造への影響性

事業実施主体（初期）
まちづくり会社を組織する際の

主体の重要性
C . 

事業実施主体（後期）
事業の進捗に伴い

事業主体が変化する場合

d. 中心市街地活性化法活用
中心市街地活性化法活用で

まちづくり会社が設立の場合

e. 出資・支援構成
事業目的や事業主体によって出資・

支援構成が異なる

f. 行政関与・時期 実施事業の収益性が不可欠

収益構造（初期） 実施事業の収益性が不可欠

g. 収益構造が事業進捗に伴い
収益構造（後期）

収益構造が変化する場合

h. 
まちづくり会社が土地の所有など土

地利用を伴う場合

またまちづくり会社等の活用事例集では、まちづくり会社の主な活動 ・整備事業

内容が「ハード」か「ソフト」 かのそれぞれに対して、施設整備、 施設管理運営、

サービス（役務）の提供の 3 つに大分類とした上で、具体的な事業内容に沿ってま

ちづくり会社を 10 種類に分類して整理している。この類型化を表 5 -5 に示す。

まちづくり会社の特徴とその構造分析の整理において、実際の調査では、まちづ

くり会社等の活用事例集内の事例のほか、類型 1 に「高松丸亀町まちづくり（株）」

の事例を2) 3) 4) 、また類型 5 に「いきいき唐津（株）」 5) 、の事例を加えた29の事例に

ついて整理した。これら調査したまちづくり会社等の団体名を表 5 -6 に示した。
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表 5 - 5 まちづくり 会 社等の主 な 活 動 種 別 の 類 型化

'" -
大分類 No . 中 分 類

9』

施設整備 1 施設整備事業

Iヽ 2 公共公益施設の活用・管理運営事業
I 
ド 施設管理運営 3 民間施設の管理運営事業

4 地域交通サービス関連事業

5 店舗運営事業（直営）

6 イベント企画・運営事業

ソ
サービス（役務） 7 情報発信・提供・広告事業

フ
の提供

卜 8 人材育成・中間支援事業， 地域づくり ・まちづくり関連事業

10 その他事業

（国土交通省「まちづくり会社等の活動事例集」より）

表 5-6 活用事例集より調査 したまちづくり会社等

No. 中分類
ー・

まちづくり会社等

（株）飯田まちづくりカンパニー
1 施設整備事業 台町TMC (株）

高松丸亀町まちづくり（株）

札幌大通まちづくり会社
（株）TMO 尼崎
高槻都市開発（株）

2 公共公益施設の活用・管理運営事業 札幌駅前通まちづくり（株）
（株）まちづくり大津
（一社）丸の内I¥ ・プリックスベースマネヅメント
NPO 法人KAO の会

豊田まちづくり（株）
3 民間施設の管理運営事業 新長田まちづくり（株）

かけがわ街づくり （株）

緑井街づくり（株）
4 地域交通サービス関連事業 （株）金沢商業活性化センター

（株）まちづくり三鷹

（株）まちづくり長野

5 店舗運営事業（直営）
（株）雷華
（株）黒壁
いきいき唐津（株）

6 イベント企画・運営事業 NPO 法人大丸有エリアマネヅメント協会

7 情報発信・提供・広告事業
（株）神戸ながたTMO
（株）まちづくり松山

長浜まちづくり （株）
8 人材育成・中間支援事業 プラットフォームサービス（株）

財団法人世田谷トラストまちづくり

秋葉原タウンマネジメント（株）， 地域づくり・まちづくり関連事業 一般社団法人横浜皆とみらい21
'NPO いんしゅう鹿野まちづくり協議会
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5-3-2 まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリックス

まちづくり会社の特徴と構造を明確に整理分析するために、それぞれのまちづく

り会社活用等事例について、特徴 ・構造に関する整理項目 (a .) ~ (h .) (表 5 -4)

に沿って、今回考案した独自フォーマットである「まちづくり会社特徴 ・構造分析

マットリックス」に整理した。さらにこれらの整理結果を 10 種の活動類型別にま

とめたものを表 5 -7 に示す（活動類型毎の「まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリ

ックス」は、それぞれ 【補足資料l の通り）。これにより、活動類型ごとの特徴と、

さらに共通する流れについて以下の通り明らかとなった。

整理項目 (a.) ~ (h.) について、まず事業目的とその規模を含む事業内容 (a.)

関係構造が左右

されるということが分かった。また事業の公共性の度合い、施設整備事業規模の大

小、主とする事業が施設整備の場合なのか運営管理の場合か、あるいはエリアマネ

ジメントの場合なのか、などによって事業主体構成 (c .) や、中心市街地活性化法

活用の有無 (d.) 、出資者や支援者構成 (e .)、行政関与時期とその割合 (f.) 、収益

構造（事業スキーム） (g .)、土地所有や利用形態 (h. ) において、それぞれに個別

の特徴が見られることがわかった。

これに対し、まちづくり会社等が設立される経緯 (b. ) では、事業目的 ・規模 ・

内容に関係せず、ほとんどの事例において、専門委員会や協議会が活用されており、

この段階において (c. ) - (h.) がそれぞれ検討され方針決定されており、 組織化

関係構造の枠組みが作り出されていると言うことができ、つまり組織化関係構造の

枠組み作りは、このまちづくり会社等が設立される経緯 (b .) において行われ、こ

れがまちづくり会社組織化の構想検討される時期と考えることができる。

また、中心市街地活性化法が活用される場合 (d.) においても、中心市街地活性

化計画策定ならびに認定等がこの設立前経緯 (b. ) でなされていること、既存のま

ちづくり会社組織を活用または再編する場合においても、この設立前経緯の段階で

その方向性が決定されることは、まちづくり会社組織化関係構造の枠組みが作りに

おいて、特筆すべき重要な要素と考えることができる。
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表 5 - 7 まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリックス
ハード整傭が目的 ソフト整備が目的

柁設分類
詑設竪鐘型 詑設管理運営型 民間施註管理運営寧稟 地域交通サーピス事菓 店箱運営葎某 イベント・企画運営事棠 佑藉発信提供・広告事業 人材育成・中間支1且事稟 地Ill ・まちづくり閲達事某／整理項目
（類型1 ) （類型2 ) （類型3) （類型4) （類型5) （類型6) （類型7) （類型8) （類型 9)

地塚の活性化のため、主

に再目・撞的開祉と発柁しに、設よ高・る駐集沌3目設整傭
地塚活性化を目的とす 民間施設の再生や活性

地塚活性化をビス目的と、地
地塚活性化を目的に、既

地域活性化を目的に、エ llli 店街を中心とした地塚 まちづくりを目的とした、 地域とまちづくりを目的と
主な目的と特岱 を宅 駐柁車場設・・街住 る,'エリアマネ9営ジ管メ理ント事事菓 化を目的とする、民間施

填交通サー 活用を中 存直る`轄陀施事設設業の・保店存縞活用によ リアマネジメントとしてのイ 活性化のための、情報発 エリアマネジメント、事業 した、環墳・衛生・表観整
集がや、施設運 設の再閲発や施設整備と

心とした、運営管理事業
運営事業、 ベントの企画運営事業 償事業 闘整・支援 傭、治安雑持．

路纂の整鏑と、そのエリア 中心 運営管理．
マネジメントを行うもの

a 

主に再開発や施設整偏を 駅前広場や商店街、公園
まちづくり1111 整事業、環墳

目的とすることから、大規 などの公共エリヤを活用 バ駐輪ス運場行遭事業、駐車柁場設・ 高店集施直設運事営管理事業、 まちづくりにおける情報 駐査車支場擾警活、起理用業運支支営授揖、、事助、遊成業休金Ill 
、治安雑

事業規楼と内容 襖業な期整間備も5事-業10を年伴、い 事
した事稟駐車場・駐輪場

駅前ビルや複合施設の
運営管理、 管 舗営業、駐車場運

まちづくりイベント企画・運
発信事業、イペント企画

業、 ロモー
再開発、施設運営管理 営、セミナー事業 不動産 ション事業、駐車・駐籍場

または などの柁設運営管理、広 理事業 営管理事業 事業
支援 対策事菓業｀まち並み景観それ以上の長期となる 告事業など

向上事 J 包設嘗理事業

①●②●`+＇ 廷m^事会こ定れ●杵菫、-、●に"ふtt企ヒ●よ●つを●nりへ●複ふ●全基cい雑霰定9オこo、専立めな"rnスら門譲"'れキ●討ーたる

①'民間施股の再生を中 ①既存柁、既設存の柁保設存を活I用

①●丑②のリの運店中従lた術心二罰来めを市ごこかしこ●中ー白ら＂心てのと地狐し設●に活て"'立 づづ● く

①支が存援既事在存業しの、等まこをちの中づ継心く承りとま組した織
①傭事中業心1地区の新たな整

事業目的の公共性が高
活法活用によるTMO 認定 中活法活用の有撫に関

す②すをの経組るたそまるめ織のち組、のづ織設く設立り委立検を員討目会取的設得と立

こ伴う地壌づくりを

b ま（委ちづRく会り・会協社撮設会立等前活経用紐） 
いことから、まちづくり協

②を経第る三セクターによる再 わ経らてず、事、協業饉計会画のが設策立定をさ
地権者や地塚民間による 目的とし、 整備事業に合

繕会や会を中経心、HAて市設街O設立地立さ活れ推性る進
協謙会設立を経る

②既づは支存く既り施揖存支す設施援るを設組活目織の的用再とでしし生た設てなま設立どち立、
②わ事せ業官てにが第、行地三う塚セま住クちタ民並ー粗み設織竪立と傭

化委協員撮会 開絡発実施を立目指しユ農傭 れる
織の設を経る

くり会社が設立される して参画のために設立

①②退のを対初民憂期間象慮地のがす域段主る体階がJllj 広はと店な地範街る塚囲間衰か係
①共が事エ多リ業くア、目初を的斯活の段用公階す共でる性官事、の業公 民間施設再生を官官主民導連で携

民ケ間ー主ス体がと官み主体の両方
既存柁設の保存活用を目

暉②"なリす●アっるへ',,知マて●‘償ネト●い・●佑火●ジる人がや援のメが王しキンま参●●ト●ちを加いとにづ目なし●よく的る易り●紅活くとと、

事菜実柁主体（初期） を方針としで 実 的とする民間が主体とな ①共性事が業目的や内容の公 ①に伴新うた地なは中づ心く地箪整傭
つ、閲係組織・闘竪機閲 ②OO 与事が多くみられる 柁 の られる

る． 閉性店街が主体となり、公 高性い場が合高、既存組 りを目的と
が多く、初期の段階では 集主体は民間となる 共や地域連携の必要 織の公共 い場合 するため、官主体による

C 官主体とならない 性から、茂工会、官、企 ② は、官が主体となる
②第三民セ問ク主タ体ーととすなるる組織も

業、金融と運携した体制 民間主体にハよウるを場活合用
①事集基本計画決定後、

事官業と連初携翔しかてら事継業統がし行てわ、
事業初期から継綬して、

公共性の高い交通サービ

施をてか伴事設ら継う業まこ絨たがとしは行かて不わら、動れ．官事産ると業の運初取携期得し

は` そのノウ みられる

蹂実施段陪から官が閲与
ス連業が携初活期して用か事さられ業継るが絞た行しめてわ、、れ事官ると工案実柁主体（役期）

間主体から官主体に
官と連携して事業が行わ

ることはない れる れる

再開発や茫設整市され傭街るを地伴活う 施設竪法活繭を伴う場合は、 詫設竪儀を用伴がう見場ら合れはる、
中活法活用する場合と活 中活法活用する場合と活

まちづくりを目的として中
支援事業事を中心とする

d. 中心市街地活性化法活用 ことから、 中心 中活 用が見られる 中活法活
用しない場合と両方みら 用しない場合と両方みら 中活法活用なし

活法が活用される ことから、合中が活多法いが活用さ 中活法の活用なし
性化法が活用 れる れる れない場

事業実施決定に官が主 事業目的が公共支援とな
出資比寧の高い官主体に

e 出沢・支投構成 体的に関与しない範囲で 官を高主い体出とするため、官 民間主体か官主体かによ 民閏が主体となる事業性
るたことはか支ら援、官出資比卒、

よ主る体第と三すセクターと民rが,, 
出資

①②伴とす初わ民る期間な範いか主囲ケ体らでーので官ス運、出官も携あ資出をる． 資目を的

の 資比平 り｀出資比平は異なる により官出資比平は低い
ま 比率が高い

る組紐の双方

初集期支か援をらの目連的携とすまるた範事囲 初官出資は伴わないが｀当 みられる
より官との運携・支援を

事襦棠実施予算の観点から 公共性の高い交通サーピ で初期から官出資． 伴う
事業目的が公当初共よ支り援官とがな

中心地区の新たな整備事

助金は重要］時なに要官素のと関な 事業初期から官が主体的 スが活用されるため、事 を当伴初うより官との連携・支擾 業を伴う` 地塙づくりを目
f. 行政閲与・時期

り、予算計画 1:1111 与 業初期から継統して官閲
ることから、

的とすることから、投立当
与が求められる 与

運携1111 与
初より1111 与・連携する

収益構造（初期） 整傭施設による賃貸収入 施指設利用料、貨、広告収入` 駐車場利援用料収入定管理 貸収入 1111 査支料収入

初期から対象施設やエリ
貨貸収入、駐車場利用

il[ 営店収入、賃貸収入
協賛金・会費収入 広告料委収入 請＇施師設派貫遣貸料収収入 入 テ料直ナ営`駐ン事輪ト業診場収療賃入、料施、広`設助告利成料用金、g 

主体となる収益構造確立 料｀直営店収入 収益、賃貸収入 参加料収入 事業託収入

収益揖造（後期） 抜、住宅分1裏や、直営施
アが確定しており、収益

＇出舅業捐委金託、福費 助金
設運営を実詑

構造に大きな変化は見ら 事費
れない

土地所有を伴わない公共 ①交也所通有サ形ー態ビス活用では まちづくり会社として
定換期方借式地の権活方用式、亭価交 不動産取得、サブリース、 蹂土地 はなし 不動哀取得、定糾fl1 地権

h 土地所有・利用形態 詑設またはエリアの利用
土地借地など復合的 開発を伴う場合は 活用

土地所有形態なし 土地所有形態なし 土地所育形慇なし 土地所賓形態はなし．
許可を活用 床敢得

道路・エリ7利用許可取得
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5-3-3 まちづくり会社基本関係構造と組織化の流れ

前節の 3-2-1 で述べた通り、まちづくり会社の関係構造を考える場合、まちづ

くり会社を組織する際の関係機関は、 実施事業の公益性から、まちづくり会社へ

支援または連携する行政機関、実施事業の財源確保として出資または融資する民

間投資機関や金融機関、事業実施対象者あるいは収益構造関係者の 3 つの組織と

なり 、この関係概念がまちづくり会社基本関係構造となる（医 3 -5) 。

この組織関係概念であるまちづくり会社基本関係構造に対し、前節 5- 3-1 で示

(表 5-4 )

を照ら し合わせてみると 、まちづくり会社の基本関係構造とその組織化の流れは、

図 5-3 に示す様になると考えることができる。

つまり前述のまちづくり会社特徴 ・構造分析マ トリックで示 した、まちづくり

会社等が設立される経緯 (b. )において、組織化関係構造の枠組み作りとなる (c. )

収益構造や収益関係を決定することとなり、図 5- 3 に示すまちづくり会社の基本

関係構造を成立させる ことであると説明することができる。

,•······································ ―‘‘‘ 
｛ 

！ 事攀関係者 i 
： 

ロニ―_l~ 

0~ 三□三:
a. 事業目的・事業内容の決定

b. まちづくり会社設立までの時系列計画決定

C . まちづくり会社の事業主体の決定

d. 中心市街地活用有無の決定

e. 出資・支援関係の確立

f. 官との連携・出資・支援関係の確立

g. 事業スキーム・収益構造の決定

h 

図 5-3 まちづくり会社基本関係構造と組織化の流れ
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5-4 復興まちづ くり・地域活性化まちづくり研究

前節 5-1 から 5-3 を通して、ソフト面のまちづくりにおいてまちづくり会社を

活用する場合、まちづくり会社組織化構想から組織化にかかわる関係機関による

「協議会等」での協議 ・決定を経て、まちづくり会社組織化関係構造成立に至る

までの流れを説明した。これらをもとに復興まちづくりの手法についての整理、

さらに協議会形成と協議会の役割、地域行政関与の考え方、まちづくりにおける

中心的推進者の役割について考察し、復輿まちづくり及び地域活性化まちづくり

の手法について整理する。

5-4- 1 復典まちづくり会社特徴 ・構造分析

前節 5-1 と 5-2 において、地域行政ならびに関連協議会との関わりを時系列で

整理分析した復興まちづくり会社について、前節 5-3 と同様に、まちづくり会社

組織化関係構造の成立に至るまでの整理項目 (a .) - (h. ) にしたがって、特徴

と構造について特徴 ・構造分析マトリックスに整理をした結果を表 5-8 に示す。

表 5 -8 では、まちづくり会社のキャッセン大船渡、女川みらい創造、気仙沼地

域開発、 まちづくりまんぼう、について整理した。またそれぞれのまちづくり会

社設立背景の確認のため、整理項目には 「まちづくり会社設立背景」を加えた。

この復興まちづくり会社特徴・構造分析マトリックスから、前節 5-3 において、

地域活性化まちづくり会社について整理した結果から明らかになったことと同様

に、復興まちづくり会社においても、 まちづくり会社組織化構想検討時期である

まちづくり会社等が設立される経緯 (b.) に (c .) - (h .) それぞれが検討 ・方針

決定され、組織化関係構造の枠組みが作り 出されているということが明らかとな

った。

また郁節 5-1 と 5-2 で復輿まちづくり会社と地域行政ならびに関連協議会との

関連時系列表で整理した結果（表 5-1, 5 -2 、 5 -3) から述べた、事業初期の

「復輿まちづくり計画」を基にまちづくり会社組織化構想が成され、事業中期の

まちづくり会社組織化にかかわる関係機関による「協議会等」（以下，協議会等）

を経て、事業実践期のまちづくり会社組織化の枠組み作りと、組織化関係構造の

成立に至ったということついても、この復興まちづくり会社特徴 ・構造分析マト

リックスから同様に説明できることが分かった。
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表 5-8 復興まちづくり会社特徴・構造分析マトリックス

復興まちづくり会社

団体名／整理項目 【大船渡市】 ［女川市］ 【気仙沼市】 【石巻市）

（株）キャッセン大船渡 女川みらい創造（株） 気仙沼地域開発（株） （株）街づくりまんぽう

市・予定借地人などにいより、 H26 7 設立の
復興まちづくりデザイン会謹内構想の、女川

ウオーターフロントの賑わい創出、土地区画

まちづくり会社設立 背景
官民運携協謙会内において、大船渡駅周辺

駅前テナント型商店街の管理・運営・イペント
整理後の建物再建促進、海と111J をつなぐ回 TMO 認定として20 01 に設立された

地区商業エリアのエリアマネジメント組織とし
運営など地域マネジメント組織として殺立

遊性創造と観光戟略から、まちづくり事業の ・震災後、専門家とともに復興まちづくりの中

て、設立が検討された 担い手として、まちづくり会社が求められた 心的位置付けとなる

H26 7 殷立の官民連携協謙会により
テナント型商店街や周辺駐車場の管理・メン

南町海岸商業施設と南町4区商業施殷を整 既存のまちづくり会社を中心として、復興まち

主な目的と特徴 大船渡駅周辺地区商業エリアの
テナンス、イベント運営、地域のマネジメント。

備事業の担う目的で、既存のまちづくり会社 づくりのエリアマネジメント。既存会社から4つ
土地と建物所有分離で、流動性を確保し｀

エリアマネジメント組織
（シャッター街を作らない）

の体制が再編された。 の新しいまちづくり会社へ出天

a 

女川駅から海に向かうメインストリート沿いの 南町海岸商業施設と
（震災前）マンガ館運営・空き店鋪事業

事業規模と事業内容
大船渡駅周辺商業エリアのうち

商店街 (2,300m2) の管理運営 南町3区商業施設整備（約2,500m2)
（震災後）＇新たに設立まちづくり会社へ出資

津波復興拠点地区 '10.4ha 共同販売事業、地域貢献事業展開
地域マネジメント 施設管理・企画・運営、駐車場整備。管理

コンパクトシティ石巻・街なか創生協樟事務局

H23 復興計画策定委員会
H23 簡工会、水産・商・サービス業が一体で

H24 内湾地区復興まちづくり協謙会」を設立
H23 コンバクトシティ石巻・街なか創生協樟会設立

「女川町復興連絡協II 会Jを設立 （街並み・事業推進・うイフスクイルプうンド化部会）

まちづくり会社設立前経緯
（市／団体／住民／学箕）

H23 女JIIIIIT 復興計画策定
H27 復興まちづくり計画策定

H26 合同会社MY ラポ（新規出店・移住促進）
b 

（委員会・協諜会等活用など）
H24 拠点整傭事業ワーキンク・グルーフ

H25 女川町復興まちづくりデザイン会謹設立
H27 まちづくり事業検討会（まちづくり会社構想）

H26 (株）あす街（不動産管理）
（市／団体／住民／学謙） H27 まちづくり会社設立準傭会設置

H26 官民運携まちづくり協謹会
H26 「まちなか薔生計画。認定第一号

H28 「気仙沼地域開発株式会社」設立（亘編）
H26 かわまちフロンティア（株）（不動産菅理）

H27 「女川未来想像（株）設立 H27 コミュニティカン/¥ ・ニー株式会社（不動産菅理）

事業主体（初期） H27 まちづくり会社設立
H27 まちづくり会社設立

H2 8 まちづくり会社設立 H13 まちづくり会社設立
＇資本金 1000 万円

C. 資本金 3,000 万
商工会／町／魚市場結合／観光協会

＇資本金 1020 万円 資本金 6,000 万

事業主体（後期） 市／民間／予定借地人／金融機関
／まちづくり女JI[ 合同会社

市／気仙沼地域開発株式会社 石ノ森マンガ館指定管理者

d 中心市 街地活性化法活用 ナシ ナシ
既存まちづくり会社

Hll' 中心市街地活性化基本計画
H20 中心市街地活性化計画

大船渡市249%/ 民間24 9% 
女川町 24%/ 気仙沼市 2%/

e 出資・支援構成 商工会26%1 魚市場組合20,,/ 気仙沼地域開発株式会社 98% 石巻市50 %/民問50%
／予定惜地人35 %/ 金融15%

観光協会20%/ まちづくり女川合同会社10 % （民間、商工会構成）

H2 3 復興計画策定時より～ H23 復興計画策定時より～
H13 設立時より

f. 官関与・ 時期
補助金 補助金

H27 設立準傭当初より 公募による50% の民間投資

官より独立した組織

（震災前）指定管理、グッズ・マンガ物販

収益構造 （初期） （震災前） カフェ事業、広告収入、マンガピジネス

商棠施設整備賃貸収入 商業施設整備 駐車場事業、空き店頷事業、イペント事業
g 

惜地人分担金拠出 賃貸収入、イペント事業

収益構造（後期）
（震災以後）商業施設竪傭、直営寧菓 （震災以後）復興再開発に関わる新たな

賃貸収入、駐車場事業、イベント事業 まちづくり会社への出貪

h 土 地所有・利用形態
土地所有（取得）地の借地

市有地利用
借地｀市有地の利用
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5-4-2 まちづくり協議会等の形成とその役割

これまで、まちづくり会社の組織化の枠組み作り、組織化関係構造成立までの流

れについて述べきたが、まちづくり会社等が設立される経緯 (b.) における、「協議

会等」の形成とその役割について考える必要がある。

復興まちづくりや既存市街地の地域活性化まちづくりにおける事例調査から、官

民連携まちづくり協議会や、復巽連携協議会、復興まちづくりデザイン会議、街な

か創生協議会、など様々な協議会等が設立され、この協議会等がまちづくり会社組

織化構想検言寸に重要な役割を果たしてきたことを述べてきたが、この協議会等の設

置において共通して明らかとなったことは、協議会等がまちづくり会社組織化にか

かわる関係機関、つまり基本関係構造を成す構成機関によって構成されている点で

関与、出資 ・支援構成、収益構造が決定さ

れるため、基本関係構造を成す構成組織よって協議会等が構成される必要があるた

めと考えられる。

またこれらに加え協議会等では事業実施までの実施計画が議論されることとなる。

関連協

議会等の関連時系列表（表 5 -1 , 5-2 、 5-3) が示す通り、事業中期から事業実

践期に至るまでの事業実施の流れについても、協議会等で検討がなされており、事

業実施の工程検討も協議会等の非常に重要な役割であると考えることができる。

5-4-3 行政関与の時期と割合、 事業目的と主体

本研究の調査において、まちづくり会社の組織化には、地域行政が何らかの形で

必ず関わっていた。これは、事業目的のまちづくり要素が特に高いものであること、

さらに事業における財源確保と収益構造確立の観点から、地域行政とまちづくり会

社との連携、あるいはまちづくり 会社へ地域行政の支援が必要であるためというこ

とができ、これが前節 3-2-1 のまちづくり会社基本関係構造（図 3 -5) で示すよう

に、地域行政がまちづくり会社との基本関係機関となると考えられる理由である。

このことから地域行政がまちづくり 会社へどの様に関与するかを検討することは、

まちづくりの手法を考える上で非常に重要である。

実際にまちづくり会社への地域行政の関わり方は、前節 5-3 「まちづくり会社特

徴 ・構造分析マトリ ックス」（表 5 -7 ) に示される通り、その関与の時期や出資比

率は様々であり、まちづくり会社が実施する事業目的によって、まちづくり会社を

設立する事業主体が民間主体か行政主体かよって、あるいは事業への地域行政連携

支援の重要性の度合いによって、その特徴と傾向が見られた。例えば、 事業目的の

公共性が高い場合は行政関与の時期が早く、出資比率も高い傾向がある。また事業

主体が民間主体である場合は事業主体が行政である場合に比べて、地域行政の関与

時期は遅く、行政の出資比率は低い傾向となった。
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これらのことからまちづくり会社を活用する場合、その事業目的あるいはまちづ

くり会社を設置する事業主体構成に沿って、まちづくり会社組織化の中でどの様に

地域行政と連携し、如何に支援関係を構築するかについて、 事業の立ち上げ初期の

まちづくり会社等が設立される経緯 (b .) の協議会等で検討決定すること、あるい

は協議会等の設立前において、事業主体と地域行政間で十分な検言寸や協議がなされ

ることが、まちづくり事業を成功させる上で非常に重要な鍵となるということがで

きる。

5-4-4 事業推進の中心的リーダーと官民連携

復興まちづくりと地域活性化におけるまちづくりの調査結果から、中心的リーダ

ーや官民連携となる専門家チームが、まちづくり事業を推進する上で、あるいは事

業計画の検討や事業構想立案時のアドバイザーとして、重要な役割を果たしたと考

えられる事例が多く見られた。実際に復興まちづくりでは調査した全ての事例にお

いて、地域活性化まちづくりでは、複数の調査事例において見られた。

復興まちづくりの事例では、前節 5-1 と5-2 の復奥まちづくり会社と地域行政な

らびに関連協議会等の関連時系列（表 5 -1 、 5-2 、 5-3) に示した通り、キャッ

セン大船渡においては官民連携となった「AMP 」とエリアマネジメント推進リーダ

ーの「タウ ンマネージャー」が、女川町では「復興まちづくりデザイン会議」メン

バーが、気仙沼市では協議会内の 「専門家チーム」が、石巻市復興においては 「チ

ームまちづくり 」が、この復興まちづくり 事業推進における中心的なリーダーであ

った。

さらにこれらの中心的リーダーや専門家チームに共通して見られた特徴が、実際

に復興まちづくりに関わった時期が「協議会等」設立時、もしくは設立直前後であ

った点である。これはまちづくり会社等が設立される経緯 (b.) 時期の協議会等の

中で、中心的リーダーや専門家チームが、まちづくり会社組織化構想検討と組織化

関係構造の枠組みが作りにおいて、中心的かつアドバイザリーとして重要な役割を

担ったためだと言うことができる。

これらのことから、復興まちづくりや地域活性化まちづくりを成し遂げる上で、

中心的リーダーまたは専門家チームによる官民連携や、民間による専門的知識やノ

ウハウを活用することは、有効かつ重要な 1つの手法となり得ると考える。

5-4-5 まちづくり会社構造の整理

まちづくり会社関係構造について、前節 5-1 -2 ではキャッセン大船渡関係構造の

時系列変化（図 5-2) と、前節 5-3-3 ではまちづくり会社基本関係構造と組織化の

流れ（図 5 -3) から，関係構造の形成過程について述べた。 ここではさらにまち

づくり会社関係構造について整理するため、まちづく会社基本関係構造と組織化の
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たものを図 5 -4 に示した。

り会社キャッセン大船渡の関係構造について、前節 5-3 で示したまちづくり会社の

る。

これと左側の図 5 -3 のまちづく会社基本関係構造と組織化の流れとの比較から、

まちづくり会社組織化構想の検討時期の、まちづくり会社等が設立される経緯 (b .)

において組織化関係構造の枠組み作りをするために、まちづくり会社の特徴・構造

くり会社の関係構造（図 5-3) が、まさにキャッセン大船渡関係構造（図 5-2- 加

筆）となっていること分かる。このことから、前節 5-3-1 で示した表 5 -4 のまちづ

くり会社の特徴 ・構造分析の整理項目は、まちづくり会社の組織化関係構造の枠組

み作りとその形成のために必要な決定項目であると説明することができることが分

かった。
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b. 設立までの時呆列賽行計11

c. 事鯛主体

d. 中心市街地活JII 三戸
a. 事業目的・事業内容の決定

b. まちづくり会社設立までの時系列計画決定

C . まちづくり会社の事業主体の決定

d. 中心市街地活用有無の決定

e. 出資・支援関係の確立

f. 官との連携・出資・支援関係の確立

g. 事業スキーム・収益構造の決定

h. 

大
船
渡
市

-----------------------------
I a. 事戴目的・ 事鑽内容 ‘ 
： b. 設立までの時系列実行計画 ：

： C. まちづくり会社事鑽主体 ： 
:_ d. 中心市街地活用-----------------------------' 

図 5-3 図 5- 2 (加筆 ）

図 5-4 まちづくり会社基本関係構造および組織化の流れとキャッセン大船渡の関係構造図の比較整理
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5-4 研究成果のまとめ

本研究では、我が国において複雑な難題を多く抱える困難な復興まちづくりと既

存市街地における地域活「生化まちづくりを、今後どのように実現するのかその課題

解決策として、特に生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等におけるまちづくり

において、まちづくり会社を活用する際の一般的な考え方を明らかにすることを目

的とした。 復興まちづくりについて、実際に東日本大震災復興まちづくりの事例と

して岩手県大船渡市、宮城県の女川町、気仙沼市、石巻市について整理分析し、さ

らに既存市街地の地域活性化まちづくりについて、まちづくり会社の活用事例研究

から、地域活性化におけるまちづくり会社の構造分析を行った。これらから復興ま

ちづくりと地域活性化まちづくりにおけるまちづくり会社の構造を中心に、まちづ

くり会社活用方法の一般的概念として整理分析を以下の通り行った。

復興まちづくりの事例研究では、まちづくり会社と地域行政ならびに関係協議会

との関係について、事業初期からまちづくり会社が形成される事業実施期までの流

れを新たに考案した関係時系列表に示すことにより、キャッセン大船渡において、

まちづくり会社組織化に関与する関係機関による「協議会」によって、まちづくり

会社と 「行政機関」、 「出資 ・融資機関」、 「事業関係者」と の組織化関係構造の枠組

みが作られる関係構造成立までの一連の流れが明らかとなった。

既存市街地の地域活性化まちづくりの研究においては、まちづくり会社の特徴と

その構造分析として、事例調査から考察した 8 つの整理項目と、まちづくり会社の

主な活動種別分類による、今回考案した独自フォーマットであるまちづくり会社特

徴 ・構造分析マトリックスを用いて整理分析を行い、さらにこの 8 つの整理項目に

ついて、まちづくり会社の基本関係構造とその組織化の流れとの関連付け整理を行

った。

これらの結果から、 まちづくり会社等が設立される経緯において，専門委員会や

協議会等の活用により「事業実施主体」、「中心市街地活性化法の活用」、 「出資 ・支

利用形態」がまちづくり 会

社組織化構想として検討 ・方針決定され、組織化関係構造の粋組み作りとその関係

構造の形成がなされること、 8 つの「整理項目」はまちづくり会社の組織化関係構

造の枠組み作りをするための「決定項目」と成りえることが明らかとなった。

さらに本研究では、復輿まちづくりと地域活性化まちづくりについて、まちづく

り会社等が設立される経緯において活用される「協議会等」の形成とその役割、地

域行政関与の考え方、まちづくりにおける中心的推進者の役割について整理した。

この結果、以下の通り協議会等の活用と地域行政の関与、更にまちづくりを実施す

る上での中心的推進者の役割が、復巽まちづくりと地域活性化まちづくりを実施す

る際の重要な鍵となることが分かった。

協議会等は、まちづくり会社組織化にかかわる関係機関によって構成され、この

協議会等においてまちづくり会社への地域行政の支援と関与、出資支援機関、実施
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事業の収益構造についての検討と決定がなされ、さらに事業中期から事業実践期に

至るまでの事業実施計画が議論されている ことが事例研究の整理結果から明らかと

なった。

まちづくり会社への地域行政の関与について、事業目的はまちづくり要素が高い

ものであることと、事業における財源確保と収益構造確立の必要性という観点から、

地域行政とまちづくり会社との連携、あるいはまちづくり会社への地域行政の支援

は必要不可欠となる。このため事業目的の公共性の度合いやまちづくり会社を設置

する事業主体の構成によって、まちづくり会社組織化の中でどの様に地域行政と連

携し、また支援関係を構築するかについて、協議会等あるいは事業初期において事

業主体と地域行政間で十分な検討協議がなされることが、まちづくり事業を成功さ

せる上で重要であることが分かった。

復興まちづくりの事例では、中心的リーダーや専門家チームが「協議会等」設立

時もしくは設立前後から関与し、まちづくりの事業方針の決定と事業実施体制整備、

さらにまちづくり会社組織化構想の検討と組織化関係構造の枠組みづくり、事業の

収益構造の仕組みづくりにおいて、中心的にあるいはアドバイザーとしてその重要

な役割を担っていた。まちづくり会社を活用したまちづくりを進める上で、中心的

リーダーや専門家チームによる官民連携や、民間による専門的知識とそのノウハウ

を活用することは、有効な 1 つの手法となり得ると考える。

以上より、まちづくりにおけるまちづくり 会社活用方法の一般的概念として、ま

ちづくり事業の目的を明確にした上で、事業実施主体と地域行政間での十分な検討

協議を経て、組織化関係構造の枠組み作りをするための「整理項目」が検討決定さ

れること、さらに協議会等の有効な活用と中心的リーダーや専門家チームによる官

民連携や、民間による専門的知識とそのノウハウを、事業実施の初期段階から有効

活用することが重要な要素であると考えることができる。
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【補足資料】

まちづくり 会社特徴 ・構造分析マ トリ ックス （施設整備型：類型 1)

施設分類
ハード整備が目的

／整理項目 施設整備型（類型1 )

団体名
（株）飯田まちづくりカンパ

台町TMC (株） 高松丸毒町まちづくり （株）

街の魅力を取り戻すための、
大型店舗空家活用ー再開発 商店街活性化のため

主な目的と特徴 地域による投資・再開発事

業
による商店街活性化支援 商店街再開発

a. 

橋南第一地区市街地再開発
丸亀町商店街470m 、

事業規模と内容 再開発ビル（トップヒルズ本町 プラザホテル古JII 新館達設
A~G 街区の再開発整備

lOF ) 

まちづくり会社設立前経緯
H7 飯田市橋南第一地区市

外部専門家 1990 年専門家とタウンマネジ
b. （委員会・協講会等活用）

街地
（富士短期大猿谷副学長） メント委員会（東京委員会）

再開発事業基本計画策定

H10 民間出資まちづくり会社
H9 98 年地権者で共同出資会社

事業実施主体（初期）
資本金1,000 万円

民間出資まちづくり会社 "5" 又.l.L一
（若手商店主） （壱番街株式会社）

c. 
98 年運営会社まちづくり会社

設立

2億 1,200 万
地権者／商店街振興組合

民間出資 95% 
工業実施主体（後期） ＇市／商工会／商店街／民間／

5,000 万
金融

H11 中心市街地活性化基本
事業後期複合施設整備時

98 年 中心市街地活性化基本
d. 中心市街地活性化法活用

計画
'H 11 中心市街地活性化基本

計画
計画

高松市5%

e. 出費・支援構成 Hll 飯田市3,000 万 なし 地権者／商店街振興組合
95% 

'H11 第三セクター設立 H11 高松市ー'( A街区）

f. 行政関与・時期 補助金 再開発事業で市と協慟 市街地再開発事業基本計画
事業委託 連携 補助金

収益構造（初期）
再開発ビル建設 ホテル建設

賃貸収入 賃貸収入

開発ビル建設
g. ー1 台大町型地店跡区再地再開発開基発事本計業回」 賃貸収入

再開発ビル建設 （市 'オーナー変動地代家賃制
収益構造（後期） 高齢者住居建設 と協働）

分譲・賃貸
複映合画施館設直建営設

h. 等iilli 交換方式 不明 分離）
従前建物権利変換
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まちづくり会社特徴・構造分析マトリックス（施設整備型 ：類型 2)

ハード整傭が目的
花設分類
／整理項目 施設壱理運営型（類型2 )

団体名 札幌大通まちづくり会社 株式会社TMO 尼崎 高槻都市開発 札社幌駅前通まちづくり株式会 株式会社まちづくり大渾
（一社）丸の内II ・プリック入ヘ・ース

NPO 法人KAO の会
マネシ・メント

主な目的と特徴 エリアマネジメント広告事素
街タのウピンジマョネンーをジプメロンデトュ事ー集ス ピ高ル放槻管置理駅頁自・駅転開前車発広対に場策よ管る瑣 札幌駅前の新たなエリ7マネシ・メ

まとちそのの活企性画化・I.II 事整業機実熊施
丸の内地上・地下 鎌ケ谷市中心のまちづくりに

販売促進・運営・コンサルティンク ント 歩行者ネットワーク整債． 閲する事業を行う

a 

尼崎市商店街菓市道の駐輪事
高槻駅雨、ピル管理 地下歩行空間・北三条広場

琵琶湖庫公事園業内オープンカフェ 維持丸管の還内業地務下、広広場告の菓務
駅前広場縫菅持遷誓運、駐車場

事業規摂と内容 札幌市大通り地区まちづくり 駅前広場菅遵（駐輪泥設整 の
傭） 賑わい創出・環墳美化活動 駅前ピルテナント管理事業

東京都と三菱地所の基本覚
事東業武時饉のケ谷まち駅づ土く地り区懇画餃整会理がb まちづくり会社；泣設会立等前活経用拉） H 16 '大通地区まちづくり協繕 中心市街MO地設活立性推化進基委本員構合想 H19 餃立意見交換会 H20 中心市まち街づ地く活り性化協II立 書により

（委R 会・協 会 からT 会 会設立後ま り会社餃 'H19 布限責任中間法人とし
前身て設立

H21づ協くl1り会から 崎H・8三中和小小売匿集敷による
事菓実詑主体（初期） 尼 ・出 まちづくり S53 第三セクター設立

まち り会社へ 会社
H22 まちづくり会社設立 市・喬工会主導、民間運携

C ／蘭資工本会金／9,90 万円 市／高資工本会金／4,800 万円
基金500 万円

H 12' 民間主体で投立
市 高店街／民間／ ＇ 裔店街／民間／ 民間企業（三菱地所）

ー'H14 (株） T"10 市・まちづくり会社地権者間
金融 金融

9050 万円
事菓実詑主体Iii: 期） 市/I'll 工会／金喬融店街／民間／ 市／喬工1会,500／金窃万融店円街'／民間／

＇市資／本民Ill 金間定1／億金円融“

H18 心中市心街市地街計活地回性活化性i化基本
d 中心市街地活性化法活用 ナシ 中心市街地活性化基本鳩想 ナシ

中心市街地活性化協11 会事
ナシ ナシ

務局 ＇中 協謙会
事務局

e 出只・支援携成 札IJ! 市3.3% 尼崎市 150 万(10%) 不明 札幌市 3% 大津市 20 .8S ナシ ナシ

市と協II道会が当初より連携 構初想刃、のT布M O註由設地立立時右推注進化委基員本会 S53 国鉄高事槻集駅南萬開発 H19 設立憲見よ交り喪会設立呼 コV, O L!J 四.:携

新東丸公京の都民會内協よ會ヒ広り働一ル場広整血1」告丸僅のり事の時=業内よ許り地可下

H9 まちづくり懇駁会開饉時

f. 行政関与・時JIii 路連占用携許可
国道広管這理詣者協宕・11警扇会寮'"'・市許と 可運絡 ゼ'公？守指園．定：占富管道有許理.-,, 可直

より
第三セクター註立時 道路占布卜複1が擾可

道路=占用・. 許可 道路占布許可 イペン

オープンンカフェ・エリマネ事

道路駐占籟有事料業・管の理料
オーブンカフェ整備

収益構造（初期）
'出店料,棠'広告収入 賃貸収入

HI O 駐9畠栢註閲集
H2 広3年場地指利下定用歩管料行理・広空者告間料開通 テナ市テンよナトりンよ集トり管務景理受観稟n縫務費持費

g オープンンカフェエリマネ事

道ポ路イ駐占ン籟有トカ事料ー稟・ド管の事理業料

｀主傭場利用料 オープンカフェ整傭 東東京京都都よとり維広持告管事理111 協1午定可

収益構造（後期）
集 損害保険代理店収入 賃貸収入 広告料収入 駐車場利用料

ファシリティマネジメント 旧大津公開街道事業只貸
出店料・＇広告収入 収入

問公業共者空と地のの提協一供約部に提よ供る（敷市地） 
条例により道路空間の一部 公園占有許可と使用料の支 有

h 公共詑設（道路）利用許可 公共柁骰（道路）利用許可 を 払い 行幸地下通路一三菱地所所
土地所有形限なし

広場指定` 利用許可 有
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まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリックス（民間施設管理運営事業：類型 3)

ソフト整備が目的
施設分類
／整理項目 民間施設管理運営事業（類型3)

団体名 豊田まちづくり株式会社 新長田まちづくり株式会社 かけがわ街づくり株式会社

S63 年の駅前再開発ビルの
阪神淡路大震災後の新長田

主な目的と特徴 テナント閉店にともなう、商店
駅南地区の再生と活性化。 中心市街地の空洞化からの

街地活性化
街全体の効率的な管理、周 再生のためのまちづくり推進
辺地域と位一体的事業展開

a. 

豊田駅西口再開発ビル管理
新長田駅再開発ビルの管理

運営
事業規模と内容 運営

対象物件は複合施設など24
駐車場運営(5箇所）

駐車場関連事業
棟

豊田そごう閉店により 新長田駅市街地再開発ビル

まちづくり会社設立前経緯
＇民間商業施設の管理運営を 一元管理を第三セクターで

b. （委員会・協議会等活用）
していた 行うとし H1 2 TMO 構想、設立

＇とよた商人（株）が前身とし 'H 10' まちづくり会社設立準

て設立 備室

事業実施主体（初期）
とよた商人を改組'H 13 設立 H10 設立

H14 設立
H14 TMO 法人認定 資本金 1億7,400 万円

C. 

挙業実施主体（後期）
資本金 4億9千万円 資本金 3,500 万円 資本金 1億4千600 万円

＇市／商工会／民間／金融 ＇市／商工会／民間／金融 ＇市／商工会／民間／金融

d. 中心市街地活性化法活用 中心市街地活性化基本計画 ナシ
H11 中心市街地活性化基本

計画

e. 出資・支援構成 豊田市 63 83% 不明 掛川市 503 %

設立時出資 設立時出資
設立時出資

f. 行政関与・時期 指定管理
公的資金貸付 相談役

協働

ナナント賃貸収入

収益構造（初期） 商業施設直営店事業
フランチャイズ事業 市より保有床をサブリース

g. テナント賃貸収入
＇テナント賃貸収入

駐車場利用料収入
施設管理業

収益構造（後期）
商業施設直営店事業 地域活性化業務
フランチャイズ事業

レンタルサイクル事業

h. 豊田そごうの＇不動産取得
市の区分所有分をサブリー 土地賃貸・指定管理・土地購

ス 入
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まちづく り会社特徴 ・構造分析マ トリ ックス（地域交通サービス関連事業 ：類型 4 )

ソフト整備が目的
施設分類

地域交通サービス関連事業／整理項目
（類型4)

団体名 緑井街づくり株式会社
株式会社金沢商業活性化セ

株式会社まちづくり三忠
ンター

緑井再開発組合の活動を引
中心市街地の空洞化から

主な目的と特徴 き継ぎ、
市街地の運営管理 「三鷹TMO 構想」に基づく、

再開発ビル管理と地域貢献
まちづくり観点から総合的企 中心市街地エリアの活性化

画・調整

a. 

商業施設運営
SOHO 旅設管理事業

再開発ビル管理 ＇駐輪場運営管理
事業規模と内容 循環バス事業支援

まちバス運行事業
レンタサイクル事業

まち中パーキングネット事業
起業支援事業

H6 再開発協議会設立

b. 
まちづくり会社設立前経緯 H9 街区整備計画策定 H10 まちづくり協議会内に

Hll TMO 構想、設立
（委員会・協議会等活用） H10 再開発事業都市計画決 TMO 設立検討会

定

事業実施主体（初期） H12 設立 H10 設立 H11 設立

C. 

挙業実施主体（後期）
資本金 5千万円 資本金 1億4千600 万円 資本金 2億7千250 万円

'地権者／市／金融／商工会 '市／商店街／商工会／金融 '市／商工会／金融／民間

d. 中心市街地活性化法活用 ナシ
H10 中心市街地活性化基本 H11 中心市街地活性化基本

計画 計画

e. 出資・支援構成 広島市 5% 金沢市 50 % 三鷹市 19 .6%

f. 行政関与・時期
設立時出資 設立時出資 設立時出資

支援 連携 指定管理

収益構造（初期）
指定管理業務(SOHO 施設管

理）
再開発ビル床取得

商業施設運営
g. 権利者保有床サブリース

まちバス運行収益 指定管理業務(SOHO 施設管

収益構造（後期）
＇テナント賃貸収入 理）

'H18 指定管理業務（駐輪場）
H20 レンタサイクル利用料

h. 再開発ピル床取得 土地所有形態なし 土地所有形態なし
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まちづくり会社特徴 ・構造分析マト リックス （店舗運営事業 ：類型 5)

施設分類
ソフト整備が目的

／整理項目 店舗運営事業（類型5)

団体名 株式会社まちづくり長野 株式会社雪葦 株式会社黒壁 いきいき唐津株式会社

蔵の保存を目的に第三セク 持続可能な都市経営のた

主な目的と特徴
中心市街地の空洞化から

ター設立 伝統的建造物の保存活用 め、中心市街地活性化基本
市街地の活性化

蔵を使ったまちづくり
中心市街地活性化 計画策定。この基本計画推

進役として設置

a. 
中心市街地の空き店頷活用

商業施設運営管理事業 事業

店舗直営事業 店請直営事業
ガラス工房観光事業 古民家リノベーション・運営

事業規模と内容 駐車場運営管理 駐車場管理事棠 店鋪直営、テナント方式、共 事業

共通駐車場券事業 同店舗、冠方式事業 シネマ事業、駐車場開発
調査・コンサルティング事業

広告・情報発信

旧ダイエー閉店後の
HS 市・商工会・地元企業に S59 博物館都市構想の流れ

H12 中心市街地活性化基本
まちづくり会社設立前経緯 土地・達物を市が取得。 よる「中心市街地まちづくり から 計画策定中心市街地活性化

b ・ （委員会・協謹会等活用） 補助金により、オ建ー物ブ改ン修し
委員会」 第百三十銀行建物不動産

協議会設置突ともに、この基
複合施設を

HS第三セクター設立社 取得を目的に第三セクター
本計画推進役として設雹

'H11 TMO 構想 設立

H12 設立

事業実施主体（初期） H15 設立 H8 設立 民間主体 'S63 設立
資本金30 0万

（市100 /商工会100 /商店街
組合）

C 

事業実施主体（後期）
資本金 8千500 万円 資本金 5千万円 資本金 1億3千万円 H1 3 資本金3,000 万

＇市／商工会／金融／民間 ＇市／商工会／金融／民間 市／民間 （会社主導で2, 700 万増資）

d. 中心市街地活性化法活用 中心市街地活性化基本計画
H10 中心市街地活性化基本

ナシ
H1 2 中心市街地活性化基本

計画 計画

e. 出揖・支援構成 長野市 11 76 悶 古河市 20 % 設立時＇長浜市 308%
民間企業 94%

市 3% /商工会 3%

H1 5 設立時補助金支援＇
H5 まちつくり委員会設立時

f. 行政関与・時期
'H16 '長野市 6%出資時

'HS 設立時 1,000 万円出資 設立時出汽
設立時出資

同年 TMO 認定
指定管理 連携

連携

収益構造（初期） 直営店収入

指定管理
テナント霞貸収入

カフェ直営
g. 

直営店収入
直営店収入 直営店収入

調査・コンサルタント事業

収益構造（後期） 賃貸収入
駐車場利用料

広告・イベント収入

駐車場利用料収入

h 
長野市土地・建物取得'

市所有の施設、 駐車場
市所有の施設

施設（古民家）賃貸契約（市）定期惜地権 SPC による先行取得
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まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリックス（イベント ・企画運営事業 ：類型 6)

施設分類
ソフト整備が目的

／整理項目 イベント・企画運営事業（類型6)

団体名 NPO 法人大丸有エリアマネシ・メント協会

主な目的と特徴 大手町・丸の内・有楽町再開発に伴
うソフト面のまちづくり

a. 

事業規模と内容
まちづくりイベント企画・運営

セミナー事業

b. まちづくり会社設立前経緯 S63 地権者「大手町・丸の内・有楽町
（委員会・協議会等活用） 再開発計画雨推進協議会」設立

事業実施主体（初期） H14 丸の内ビルディングオープンと
同年に協議会が母体となり設立

C. 

事業実施主体（後期）
資本金 1,752 万円

＇民間

d. 中心市街地活性化法活用 ナシ

e. 出資・支援構成 ナシ

f. 行政関与・時期 イベント開催許認可

収益構造（初期）

g. 協賛金・会費収入
参加料収入

収益構造（後期）

h. 士地所有形態なし
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まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリックス（情報発信提供 ・広告事業：類型 7)

施設分類
ソフ ト整備が目的

／整理項目 情報発信提供・広告事業
（類型7)

団体名 株式会社神戸ながたTMO 株式会社まちづくり松山

主な目的と特徴 阪神大震災後の地域活性化 商店街の活性化とまちづくり

a. 

地域イベント・グルメ情報発

事業規模と内容
信

映像事業
商品開発事業
イベント事業

民間団体「アスタきらめき会」
や

道路空間活用まちづくりモデ
まちづくり会社設立前経緯

地元企業が主体となり
ル構築事業を契機に、商店b. 

（委員会・協譲会等活用）
中ちん市街地活性化計画を

街間連携によるまちづくりを
経て

目的に設立
第三セクター設立

'H13 TMO 構想、設立

事業実施主体（初期） H13 TMO 構想、設立 商店街が主体となり
H17 年設立

C . 

事業実施主体（後期）
資本金 1,500 万円 資本金 2,100 万円

＂市 ／商工会／商店街／民間 商店街／金融／市／商工会

d. 中心市街地活性化法活用
H10 中心市街地活性化基本 H17 中心市街地活性化基本

計画 計画

e. 出資・支援構成 不明 松山市 3%

設立時出資

f. 行政関与・時期
設立時出資 事業連携協定、道路占有許

補助金 可
補助金

収益構造（初期）

g. 運営依託費収入
映像等広告料収入賦課金、広告料収入

収益構造（後期）

h. 土地所有形態なし 土地所有形態なし
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まちづくり会社特徴 ・構造分析マ トリ ックス（人材育成 ・中間支援事業 ：類型 8)

施設分類
ソフト整備が目的

／整理項目 人材育成・中間支援事業（類型8)

団体名 長浜まちづくり株式会社
プラットフォームサービス株 財団法人世田谷トラストまち
式会社 づくり

中心市街地エリアマネジメン
千代田区や民間空きビルを 世田谷区民主体による良好

主な目的と特徴 活用、起業支援、施設整傭・ な環境形成と協慟によるまち
ト推進

管理 づくり支援。

a. 

駐車場管理運営
千代田区所有ビル管理・運

まちづくりファンによる、助成
営

事業規模と内容 事業調査支援
起業支援事業

金支援
講師派遣事業

駐車場事業
駐車場事業、住宅事業

中心市街地活性化計画にお

まちづくり会社設立前経緯
ける 千代田区が区所有ビルの再 S55 設立世田谷区都市整備

b. 
（委員会・協議会等活用）

目標の実現の中心的役割を 生を目的に活用事業を公募 公社とH01 設立世田谷トラスト
課す この公募採択により設立 協会が前進

組織として設立

世田谷区う都市整偏機構と

事業実施主体（初期） H21 年設立
非営利型株式会社として 世田谷トラスト協会の統合組
民間主体で 'H16 年設立 織として設立され、全て世田

谷区の出捐

C. 

資本金 7,200 万円
資本金 7,000 万円

事業実施主体（後期）
＂市／商工会／金融／民間

役員／区事業者／有限責任 基本財産 5億円
組合

d. 中心市街地活性化法活用 中心市街地活性化基本計画 ナシ ナシ

e. 出資・支援構成 長浜市 41 .7% 施設整備費の一部負担 世田谷区100 %

f. 行政関与・時期
設立時出資 公募設立時

設立時当初
連携 施設の無償貸与

収益構造（初期）

駐車場利用料収入
出捐金、補助金
事業委託費

g. 調査支援料収入 施設賃貸収入
駐車場利用料

収益構造（後期）
講師派遣料収入

賃料（住宅）

h. 土地所有形態なし 施設無償貸与 土地所有形態なし
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まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリックス（地域 ・まちづくり関連事業：類型 9)

ソフト整備が目的
施設分類

地域 ・まちづくり関連事業／整理項目
（類型9 )

団体名 秋葉原タウンマネジメント株式会社 一般社団法人横浜皆とみらい21
NPO 法人いんしゅう鹿野まちづくり

協謹会

秋葉原地域の活性化のため みなとみらい21 地区のまちづくりに
居住地と観光地の融合、伝統工芸

主な目的と特徴 の伝承、祭りの似合うまちづくり、
公益性事業展開 関わるエリアマネジメント

地産地消

a. 

清掃事業、駐車駐輪対策事業、 まちづくり闘竪事業、環境対策事業、 空家翌傭・活用

亭業規模と内容 治安維持事業、 謂査・運営事業、 文化ブロモーション事業、 古民家再生事業
施註管理事業、広告事業 '商業床・イペントスペース貸付事菓 まち並み景観向上事業

秋葉原地域の安全確保の必要性
S59 09 みなとみらい21 着工翌年、

まちづくり会社設立前経緯
秋葉原地区の区画整理事業に伴

横浜市と地権者の出資により第三
行政の街並み環境整備事業に哀lj

b. 
（委員会 ・協謀会等活用）

う、秋葉原駅付近地区まちづくり協
セクターとして（株）横浜みなと未来

激され、 H13 住民により協謙会設

攘会設立。これにより第三セクター
21 が設立される。

立

のまちづくり会社設立決定。

協謙会により、筆頭株主を 前進の株式会社から
民間企業社員、伝統工芸職人や

事業実施主体（初期） 農産加工に携わる者、ポランテイ
千代田区とされた H21 年に一般社団法人として設立

アなどが主体となりH 14 に設立

c. 

事業実施主体（後期）
資本金 '6 千4百50 万円 資本金 2億8千500 万円 年間事業費 2,900 万円

区／民間／金融 市／民間／金融 地元住民出資・年会費

d. 中心市街地活性化法活用 ナシ ナシ ナシ

出資支援構成
6千4百50 万円

横浜市 1億円(35%)
なし

e. 
千代田区46 2% （支援・運携）

設立時当初

f. 行政関与・時期 設立時当初 設立時当初 空家改修費用を鹿野町が負担
限の地域活性化交流事菓活用

収益構造（初期）
直営店請事業

助成金、会円

g. 
（コインロッカー・自販機）

広告料、イベントスペース利用料
施設活用（イペント、展示）料

＇広告料、駐籟場賃料、 直営店（飲食店）運営

収益構造（後期） 自販機手数料
テナント賃料

h. 
道路使用許可、

土地所有形態なし
町所有地の賃貸契約

エリア広告利用許可 株式会社設立による不動産購入
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第 6 章研究の成果と今後の課題

第 1 章で述べた我が国における建設産業界ならびに大災害時の復興事業におけ

る基盤整備事業と復興まちづくり、さらに地方における既存市街地の地域活「生化に

おける課題という背景から、本研究は復興まちづくりにおける官民連携マネジメン

トの研究を目的として、第 4 章で述べた「基盤整備事業における CM 方式導入時の

CM タイプ選定と実施体制」についての研究と、第 4 章からの展開ならびに発展研

究として第 5 章で述べた「ソフ ト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」

についての研究を行なった。

本章では本研究全体の成果について、第 1 章から第 5 章までを通して、それぞれ

の成果を以下に述べる。

6-1 研究の成果

近年我が国の建設産業界や公共事業においては定常的 ・短期的技術者不足や技術

継承問題などが指摘されている。またソフト面での復典まちづくりにおける生業や

賑わいの再生やコミュニティ等の形成、ならびに既存市街地の地域活性化まちづく

りについて、その手法が明確に確立されていないということが課題となっている。

これらの課題解決策として、 CM 方式等のマネジメント技術活用の促進や官民連携

マネジメント活用のさらなる推進が求められている現状であることから、本研究で

は官民連携マネジメントの研究を進めることを目的と した。

以下に本研究論文の各章におけるそれぞれの成果について整理する。

第 1 章では、本研究の背景並びに本研究の目的、および本研究の構成について、

以下の通りまとめた。

本研究の背景、ならびに近年我が国の建設産業界や公共事業の課題、復興まちづ

くりにおける生業や賑わいの再生とコミ ュニティ等の形成、既存市街地の地域活性

化まちづくりについての課題を整理した。

口 我が国の建設産業界や公共事業においては定常的 ・短期的技術者不足や技術

継承問題などの課題が指摘されている。

□ 東日本大震災復興基盤整備事業においては、広範囲で未曾有の復興事業規模

であり、迅速t生が求めらるなかで職員の不足などの課題から、官民連携手法

である C M 方式の導入が図られ、様々な方式の活用が検討され実施された。

口 建設産業界や公共事業における定常的 ・短期的技術者不足や技術継承間題な

どの課題解決策として期待される CM 方式について、地方自治体などの公共

事業でのCM 方式の導入が進んでいないことが課題となっている。

口 復興事業における被災市町村の生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等の

復興まちづくりでは、多くの難題のなかで被災地域それぞれの事情に適した
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仕組みが活用され、産学官が一体となり様々な取り組みが進められている。

□ また復興まちづくりにおける生業や賑わいの再生とコミュニティ等の形成、

既存市街地の地域活性化まちづくりについて、その手法が明確に確立されて

いないということが課題となっている。

上記の研究背景と課題から、これらの課題解決策として期待される、 CM 方式等

マネジメント技術の活用促進や官民連携マネジメント活用の推進が求められている

現状があることから、本研究では復興まちづくりにおける官民連携マネジメントの

研究を進めることを目標とし、以下を本研究の具体的な目的とした。

(1) 事業者が CM 方式導入を検討する際の CM タイプ選定、または CM 方式活

用時の実施体制や仕組をデザインする際の客観的考え方を明らかにする。

(2) 公共工事における発注者業務のうち上流業務の発注者支援業務を 1 次 CM

とし、 CM 方式の導入促進に向けその位置付けと概念を整理する。

(3) 復興ならびに地域活性化まちづくり、生業や賑わいの再生、コミュニティ

形成等においてのまちづくり会社活用方法の一般的概念を明らかにする。

この本研究目的である復巽まちづくりにおける官民連携マネジメントの研究と、

上記の具体的な目的に従って研究をに進めるため、まず「基盤整備事業における官

民連携マネジメント技術の研究」と、この展開ならびに発展研究として、「まちづく

りにおける生業や賑わいの再生とコミュニティ形成等のためのソフト面でのまちづ

くり手法についての研究」という、 2 つのアプローチにより研究を進める構成とし

た。

これら 2 つのアプローチのうちの「基盤整備事業における官民連携マネジメント

技術の研究」について、基盤整備事業官民連携マネジメントとして、専門的技術に

おける発注者支援方式となる「CM 方式」に着目をし、上記の具体的な研究目的の

(1) と (2) をもとに「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ選定と

実施体制」についての研究を行い、この結果を第 4 章で述べることとした。

また「基盤整備事業における CM 方式導入時の CM タイプ選定と実施体制」につ

いての研究の展開ならびに発展研究として、「まちづくりにおける生業や賑わいの再

生とコミュニティ形成等のためのソフト面でのまちづくり手法についての研究」に

ついては、上記の具体的な研究目的 (3) から「ソフト面のまちづくりにおけるま

ちづくり会社活用方法」についての研究を行い、この結果を第 5 章で述べることと

した。

第 2 章では、本研究の位置つけとして、第 1 章で述べた 2 つのアプローチによる

研究の構成に沿って、「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ選定と実

施体制」についてと、この展開ならびに発展研究として、「ソフト面のまちづくりに
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おけるまちづくり会社活用方法」のそれぞれについて、当該分野の既往研究とそれ

に対する本研究の位置付けについて整理をした。

第 1 の研究アプローチである「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ

選定と実施体制」について、官民連携マネジメント技術として本研究で着目した

「CM 方式」についての既往研究では、 CM 方式の概念や個別タイプの特徴、試行事

例を基にしたCM 方式導入による効果と発注者ニーズやCMR の役割について、 CM

方式を含めたマネジメント技術や契約制度・形態についての研究がなされてきてい

るが、実際の個別事業において事業者がCM 方式の導入を検討する際に適したCM タ

イプ選定、または方式活用に向けた実施体制や仕組みをデザインするための検討手

法について議論されるまでには至っていないことが分かった。

このため本研究における復興基盤整備における CM 方式活用の研究では、今後の

個別事業において実際にCM 方式を導入する際に、事業者にとって適した仕組みと

なる CM タイプの選定、または実施体制や仕組みをデザインする際の検討方法につ

いて議論するため、 CM 方式についてタイプの再整理と、導入する CM タイプを決定

する際の評価項目の検討を実施。また東日本大震災復興事業において数多く活用さ

れたCM 方式の活用事例調査から、各事業の特徴や背景、導入されたCM タイプや、

採用する CM タイプの決定がなされた背景等について体系的整理分析し、今後個別

事業においてCM 方式を導入する場合、事業者自らが導入する CM タイプ選定を行う

際の、目安となる考え方を明らかにすることを、本研究の目的として位置付けを行

なった。

第 2 の研究アプローチである「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活

用方法」における既往研究として、個別事例のまちづくり会社組成プロセスやまち

づくり会社の役割と課題について、また中心市街地活性化協議会の個別事例研究や

現状分析について、改正まちづくり 3 法の実効性などについて述べられているが、

ソフト面での復興まちづくりと既存市街地における地域活性化まちづくりの際の、

生業や賑わい再生、コミュニティ形成等におけるまちづくりの客観的な考え方やそ

の手法について一般的概念の研究には至っていないことを明らかとした。

このため本研究のまちづくりにおけるソフト面のまちづくりの研究では、東日本

大震災における復典まちづくりの事例をもとに、生業や賑わいの再生、コミュニテ

ィ形成等におけるソフト面としての復興まちづくり手法について、既存市街地の地

域活性化におけるまちづくり会社等の活用事例から、まちづくりの背景、行政関与

とまちづくり会社組織関係構造について考察し、特にコミュニティ形成等における

復興まちづくりと既存市街地の地域活性化まちづくりの客観的な考え方やその手法

として、まちづくり会社活用方法の一般的概念の考え方ついて明らかにすることを

本研究の目的として位置付けを行なった。
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第 3 章では、第 1章および第 2 章で述べた 2 つのアプローチによる研究「基盤整

備事業における CM 方式導入時のCM タイプ選定と実施体制」と、この展開ならびに

発展研究として、「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」のそれ

ぞれについて、その研究方法を整理した。

第 1 の研究アプローチである「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ

選定と実施体制」の研究については、研究方法を以下の通りとした。

(1) 一般的な概念として大きく 2 つに大別される CM タイプの「ヒ°ュア型C M 」

と「アットリスク型CM 」を、既往研究をもとにCM 方式の活用段階や、

発注形式によってCM タイプを体系的に細分化整理し、さらに細分化整理

したCM 方式のそれぞれのタイプについて、その特性やその期待される効

果について整理分析する。

(2) 既往研究をもとに、 CM タイプを判断する上での評価項目として、 1) 個別

事業（プロジェク ト）の特徴、 2) 事業者の特徴または背景、 3) CM 方式

導入検討時期または導入時期、 4) 個別事業でCMR に求められる業務また

は能力、 5) 個別事業において設計業者と施工業者の選定上で要求される

もの、これら 5 つを抽出仮定し検討を進め、これら5 つの評価項目につい

て、さらに具体的な分類項目を細分化整理することで、 CM 方式を導入す

る際のCM タイプ検討時の判断基準とすることを試行する。

(3) 東日本大震災復興事業で活用されたCM 方式の分析から、先に抽出設定し

た 5 つの評価項目について具体的な分類項目を細分化したものを用い、導

入する CM タイプについて検討を行う際の判断基準とすることを試行する。

(4) CM タイ プ整理、東日本大震災復興事業で活用されたCM タイ プの整理分

析、 CM タイプ評価項目の整理から、今後の地方自治体事業において、 CM

方式の導入を検討する際のCM タイプ選定、または実施体制や仕組みをデ

ザインする際の、一般的な目安となる考え方について考察する。

第 2 の研究アプローチである「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活

用方法」の研究については、研究方法を以下の通りとした。

(1 ) まちづくり会社と地域行政や商業団体、 関連協議会等との関わり、 官民

連携を含む関係構造について、さらにまちづくり会社の特徴と構造に着目

して考察した 4 つの整理項目に従い整理することとした。またまちづくり

会社とこの関連機関との関係概念の整理として、このまちづくり会社の基

本関係構造を構成する関連機関の関わりと、まちづくり会社の特徴・構造

の4 つの整理項目からまちづくり会社活用方法について整理分析を行う 。
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(2) 復奥まちづくりの研究について、東日本大震災復奥における岩手県大船渡

市の事例から、まちづくり会社の株式会社キャッセン大船渡（以下、キャ

ッセン大船渡）について復興事業概要の調査を実施し、前述の整理分析方

法に従って、キャッセン大船渡と地域行政との関わり、関連協議会との関

わりについて関係構造の整理、さ らに今回検言寸した独自フォーマットによ

り関係時系列整理を行なうこととした。

(3) 既存市街地の地域活性化におけるまちづくりの事例研究では、国土交通省

による「まちづくり会社等の活用事例集」 1) をもとに、上記整理項目につ

いて更に必要項目を考察し、新たに考案した分析マットリックスにより、

まちづくり会社の特徴・構造分析を行い、これについて「まちづくり会社

等の活用事例集」で分類整理している、まちづくり会社の主な活動内容に

沿った10 つの類型別に沿ってまとめて整理することとした。

第 4 章では、「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ選定と実施体制」

の研究について、その研究結果を述べた。

本研究では建設産業や公共事業の課題解決策として、今後事業者がCM 方式を導

入する際に、その仕組みを検討するための客観的な目安となる考え方を明らかにす

ることを目的とし、まずCM タイプを「ヒ°ュア型」と「アットリスク型」を基本と

し、設計マネジメントを伴うものと、施工のみのもの、これら 4 つのタイプに明確

化を行った。

次に個別事業に適したCM タイプを検討する際の評価項目として、既往研究から

以下の 5 つの評価項目を抽出した。

1) 個別事業（プロジェクト）の特徴

2) 事業者の特徴または背景

3) CM 方式導入検討時期または導入時期

4) 個別事業でCMR に求めれる業務または能力

5) 専門業者（設計業者と施工業者）選定上で要求されるもの

さらに東日本大震災復興事業という同背景で実施された事業において採用された

3 つの異なる CM 方式活用事例の調査比較と上記 5 つの評価項目からの視点により

検討し考察した結果と 、あらたに明確化した4 つのCM タイプから、新たに「評価

項目全体マトリックス」を作成した。今回導き出したこの「評価項目全体マトリッ

クス」は、官民連携マネジメント技術の 1つである CM 方式を導入する際、その仕

組みや実施体制を考える上での目安として成りうることが明らかになった。

また本研究では、発注者業務のうちより上流の発注者業務の補完的な役割を担っ
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て実施される発注者支援業務を 1 次CM と定義し、特にCM 方式導入実績のない事業

者の場合において、個別事業における CM 方式の仕組みづくりと 事業運営体制づく

りの上で、 1 次CM の活用は発注者補完の点で、効果が特に期待できることを明ら

かにした。

第 5 章では「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」の研究に

ついて、その研究結果を述べた。

本研究では，我が国における困難な復興まちづくりと、既存市街地における地域

活性化まちづくりを、今後どのように実現するのかその課題解決策として、特に生

業や賑わいの再生、コミュニティ形成等におけるまちづくりにおいて、まちづくり

会社を活用する際の一般的な考え方を明らかにすることを目的とした。

復興まちづくりについて、東日本大震災復巽まちづくり 事例について整理分析し、

さらに既存市街地の地域活性化まちづくり会社活用事例研究から、地域活性化にお

けるまちづくり会社の構造分析を行い、まちづくり会社の構造を中心にまちづくり

会社活用方法の一般的概念として分析整理を以下の通り行った。

口 復興まちづくりの事例より、まちづくり会社と地域行政ならびに関係協議会

との関係について、事業初期からまちづくり会社が形成される事業実施期ま

での流れを新たに考案した関係時系列表により示すことで、まちづくり会社

組織化関係構造の枠組みが作られる関係構造成立までの一連の流れを明ら

かにした。

口 既存市街地の地域活性化まちづくりの研究においては、今回考察した 8 つの

整理項目と、独自フォーマットであるまちづくり会社の活動種別分類による

まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリックスによる整理分析。さらに 8 つの

整理項目によりまちづくり会社基本関係構造とその組織化の流れとの関連

付け整理を行い、これらの結果から、まちづくり会社等が設立される経緯に

おいて、専門委員会や協議会等の活用により組織化関係構造の枠組みが作り

とその関係構造の形成がなされること、 8 つの「整理項目」は、まちづくり

会社の組織化関係構造の枠組み作りをするための「決定項目」と成りえるこ

とを明らかにした。

口 事例研究より協議会等の構成要員とその役割について整理し、また地域行政

の関与についての事例分析、中心的リーダーや専門家チームの「協議会等」

設立時から、まちづくり の事業方針の決定とまちづくり会社組織化構想検討

と組織化関係構造の枠組みづくりへの関与について整理し、まちづくり会社

を活用したまちづくりを進める上で、中心的リーダーや専門家チームによる

官民連携や、民間による専門的知識とそのノウハウを活用することは、有効

な 1つの手法となり得ることを明らかにした。
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第 1 章から第 5 章までを通して本研究全体の成果を以下に述べる。

本研究では、近年我が国の建設産業界や公共事業における課題、復異まちづくり

における生業や賑わいの再生、コミュニティ等の形成、ならびに既存市街地の地域

活性化まちづくりについての課題解決策として、復興まちづくりにおける官民連携

マネジメントの研究を進めることを目的とした。この研究目的である官民連携マネ

ジメントの研究を進めるため、本研究では「基盤整備事業における CM 方式導入時

の CM タイプ選定と実施体制」と、この展開ならびに発展研究として、「ソフト面

のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」の 2 つのアプローチによる研究を

行い、研究全体として以下の成果を得た。

第 1 の研究アプローチである 「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ

選定と実施体制」の研究において、新たに明確化した 4 つのCM タイプと評価項目

により導き出した「評価項目全体マトリックス」は、官民連携マネジメント技術の

1つである CM 方式導入にあたり、その仕組みや実施体制を考える上での 目安とし

て成りうることが明らかになったこと、さらに発注者業務のうちより上流の発注者

支援業務として新たに定義した 1 次C M は、 CM 方式導入実績のない事業者の場合に

おいて、個別事業における CM 方式の仕組みづくりと事業運営体制づくりの上で効

果が特に期待できることが明らかとなった。

第 2 の研究アプローチである「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活

用方法」の研究において、新たに考案の「関係時系列表」により、まちづくり会社

の組織化関係構造成立までの一連の流れを明らかにし、今回考案の独自フォーマッ

トである「まちづくり会社特徴 ・構造分析マトリックス」により、まちづくり会社

等が設立される経緯において、組織化関係構造の枠組み作りとその関係構造の形成

がなされること、 8 つの「整理項目」はまちづくり会社の組織化関係構造の枠組み

作りをするための「決定項目」と成りえることを明らかにした。

以上より本研究目的である復輿まちづくりにおける官民連携マネジメ ン トの研究

において、基盤整備事業における CM 方式活用の研究成果は以下の通りとなる。

(1) 事業者が CM 方式導入を検討する際の CM タイプ選定、または CM 方式活用

の実施体制や仕組をデザインする際の客観的考え方が明らかとなった。

(2) 公共工事における発注者業務のうち上流業務の発注者支援業務を 1 次 CM と

し、 CM 方式の導入促進に向けその位置付けと概念整理を行った。

また、まちづくりにおける生業や賑わいの再生、 コミュニティ形成等のためのソ

フ ト面でのまちづく手法についての研究成果は以下の通りとなった。

(3) 復興ならびに地域活性化まちづくり、生業や賑わいの再生、コミュニティ形

成等についてのまちづくり会社活用方法の一般的概念を明らかとなった。
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6-2 今後の課題

本研究においては、復興まちづくりにおける官民連携マネジメントの研究を目的

に、「基盤整備事業における官民連携マネジメント技術で CM 方式活用」と「まち

づくりにおける生業や賑わいの再生、コミュニティ形成等のためのソフト面でのま

ちづくり手法」の研究を進めるため、 2 つのアプローチによる「基盤整備事業にお

ける CM 方式導入時の CM タイ プ選定と実施体制」と、こ の展開ならびに発展研究

として、「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活用方法」の研究を行った。

これらそれぞれの研究についての課題と、研究全体を通しての課題について以下に

述べる。

第 1 の研究アプローチである「基盤整備事業における CM 方式導入時のCM タイプ

選定と実施体制」の研究を通じて、今後CM 方式を活用していく上での課題として

以下のようなことが挙げられる。

□ 東日本大震災以降ではUR によるアットリスク型が多く採用されているが、

我が国ではピュア型の導入が一般的で2) 制度的検討も行われている門 一方

アットリスク型は復旧・復興事業を中心に活用されており、また比較的大規

模事業での活用が有効4) とされ、活用には地方格差があるなど、ピュア型に

比べ活用が進んでいないのが現状である。本研究より、アットリスク型は、

ピュア型に比べ発注者補完効果がより期待されることが明らかとなったこ

とから、 1 次CM 方式の併用による小規模自治体におけるアットリスク型活

用の研究が今後進むことが期待される。

口 我が国における CM 方式導入促進を目的とした、 1 次CM 方式の活用に向けた

課題や制度についての研究が必要と考えられる。

□ これまでのCM タイプ分類における考え方は、業務内容と契約方式による分

類が混在し様々であり、事業者側から分かりにくい。このため共通視点から

の段階的なタイプ分類方法の研究と整理方法が進むことが期待される。

第 2 の研究アプローチである「ソフト面のまちづくりにおけるまちづくり会社活

用方法」の研究を通して、復奥まちづくりと既存市街地における地域活性化ま ちづ

くりについて、まちづくり会社構造に着目して整理し、 まちづくり会社を活用する

場合の一般的概念の考え方について述べてきた。この上でまちづくりを今後実施す

る際、以下のような課題が考えられる。

口 まちづくり会社の事業を実施する場合において、事業継続が可能となる収益

事業である必要がある。本研究の事例では、整備施設による賃貸収入や利用

料、広告収入など共通点がみられるものの、それぞれ事業の特性に応じた個

別の収益構造であると考える。特に復興まちづくり 事例にいては、収益構造

の特殊「生は顕著であった。この点から、収益構造を検討し確立する上での考
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え方、またはその手法について整理研究する必要がある。

口 復興まちづくりと地域活「生化まちづくりにおいて、補助金を活用した自治体

または国による支援は様々であった。事業目的によるまちづくり会社への行

政支援と財源確保の観点から、補助金制度を有効活用するための手法を考え

る必要がある．同様に出資 ・融資機関の有効活用のための研究も必要であろ

う。

口 近年の地域課題よる、地域経済の衰退が見られるなか、地域活性化の重要性

は今後ますます高まっている現状であり、まちづくり手法の研究が今後さら

に進んで行くことが期待される。

本研究の復興まちづくりにおける官民連携マネジメント研究全体を通しての課題

は、第 1 章の研究の背景で述べた通り、今後わが国で想定される南海トラフ地震な

どによる甚大災害が発生した場合において、複雑で難題を多く抱える困難な復興ま

ちづくりをどのように成し遂げ行くかということである。

本研究では、復楔事業における復興基盤整備事業ならびにソフト面の復興まちづ

くり事業のそれぞれについて研究整理した。この上で第 1 章の 1-2 本研究の目的で

述べた (4) 復典事業において、復興基盤整備からコミュニティ形成等の復興まち

づくりまでの一貫性をどの様に実現するのか、について考える必要がある。

ここで、第 5 章で述べた大船渡市復興まちづくりにおけるキャッセン大船渡事例

されるように、復奥基盤整備事業とソフ ト面の復興まちづくり事業が並行して進め

られていることがわかる。

基盤整備事業においては、行政組織をもとに、官民連携マネジメン ト技術である

CM 方式が活用され、策定された「復興計画」に従って基盤整備事業が進められた。

これと並行し、同様に行政組織を中心としてコミュニティ形成等の復興まちづくり

が進められ、「大船渡地区津波復興拠点整備事業まちづくりワーキンググループ」組

織から、「大船渡市まちなか再生計画」の策定を経て、株式会社キャッセン大船渡の

設立に至った。

本研究の、復興事業における「復興基盤整備事業」ならびに「ソフト面の復興ま

ちづくり」それぞれについての個別研究から、復興まちづくりにおいて、基盤整備

事業と生業・賑わい再生やコミュニティ形成等事業の事業間連携についての考察と、

事業一貫性の課題について考える必要がある。例えば、東日本大震災復輿事業にお

いては基盤整備事業でのCM 方式支援専門家チームと、ソフト面の復興まちづくり

にいおける専門家チームは異なるチームであった場合が多く見られ、このそれぞれ

の専門家チーム間連携や、基盤整備事業とソフト面の復興まちづくり 事業、それぞ

れの行政組織間連携などが考えられる。

復巽基盤整備事業からコミュニティ形成等の復興まちづくり事業までの一貫性へ

の課題解決に向けて、これまでの復興まちづくり 事例をもとにし、「復興計画」や「ま
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ちなか再生計画」策定時やその策定時期を含め、行政組織間や民間専門チーム間で、

何時の時点からどの様な連携が可能なのか、それによりどの様に双方間の事業一貫

性を実現するのか、今後様々な研究が今後進むことが期待される。
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関連協議会等の関連時系列表

大船渡市 大船渡市駅周辺整備室 大船渡市市街地整備室

【市】 【官民連携まちづくり協議会】 【まちづくり会社（（株）キャッセン大船渡）】 都市再生機横【UR 】

H23 .3.11 東日本大震災発災 l 基盤整備復興、 嵩上げ工事
H23.5 12 復興計画策定委員会~10 月全7回

ごH23 .10 .31 【復興計画】の策定

H23.121 東日本大震災特別区域法制定

H24 .3.1 大船渡市ーUR パートナーシップ協定

H2410~ 
【大船渡地区津波復輿拠点整備事業まちづくりワーキンググループ】組織
計5回開催 (12 月の第4回でまちづくり会社の要望）

H25 年4~
【大船渡地区津波復興拠点整備事業ワーキンググループ】設立
計4回開催（エリアマネジメント・行政施設・商業施設の整備事業基本計画策定）

H25 年9~ 【復興拠点整備事業専門委員会】設置

J H251018 大船渡駅周辺
CMR 受託契約（東急・東洋他JV )

H25 エリアマネジメント組織設立の決定

H26 3.28 
「エリアマネジメントパートナー(AMP) 協定」
締結（大和リース）

H26.3 31 公募による予定借地人候補者通知

H26 7 31 
「大船渡駅周辺地区官民連携まちづくり協議会」発足

（市、予定借地人、商工会、 AM P )

＼ H27 3 ※まちづくり協議会内にまちづくり会社設立準備室

j H27 7 公募によりタウンマネージャー選定

H27 .12 まちづくり会社（株）キャッセン設立

H28.2 9 【大船渡市まちなか再生計画】の認定

H28 商業施設整備を開始

H29 4 キャッセン商業施設オープン

景観事前協議制度の開始

H30 まちづくり会社のエリマネ事業計画認定

H31 エリマネ分担金を活用したエリマネ事業開始
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